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Ⅰ 実施計画の概要 

 

（１）計画策定の趣旨 

この実施計画は、第５次斑鳩町総合計画基本構想に定めたまちの将来像『「和」で紡ぎ 未来へ歩む 

私たちの斑鳩』の実現をめざして、後期基本計画に示した施策を社会経済環境への対応をはかりなが

ら、着実に実施するために策定するもので、毎年度の予算編成の指針となります。 

 

（２）総合計画における位置付け 

第５次斑鳩町総合計画は、基本構想、基本計画および実施計画により構成します。 

 

（３）計画の期間  

実施計画の計画期間は、2026（令和８）年度から 2030（令和 12）年度の５年間の計画とし、毎年度

進捗管理を行い、必要に応じて見直します。
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（４）進捗管理と公表 

この実施計画に掲載した事業は、毎年度進捗管理を行い、その成果を検証するとともに、次年度以

降の実施計画に反映させていきます。 

 

 

（５）重点施策（第３期斑鳩町まち・ひと・しごと創生総合戦略） 

第５次斑鳩町総合計画後期基本計画では、第３期斑鳩町まち・ひと・しごと創生総合戦略を総合計

画に包含し、重点施策として位置付け、効率的・効果的な進捗管理をはかります。 

総合計画のまちづくりにかかる基本施策に基づく事業から、人口減少対策・地域活性化に資するも

のを抽出し、重点施策の事業として位置付けています。 

 

（６）ＳＤＧｓとの調和 

ＳＤＧｓは、2015（平成 27）年の国連サミットにおいて採択された 2030（令和 12）年を期限とす

る、国際社会全体の共通目標です。 

2017（平成 29）年には、地方でのＳＤＧｓの推進が地方創生に資するとして、国のまち・ひと・し

ごと創生総合戦略にＳＤＧｓの推進が組み込まれました。 

本町では、第 5次斑鳩町総合計画の下、地方創生を推進していくこととしており、本計画の各施策

分野に、ＳＤＧｓのめざす 17のゴールを関連付けることで、総合計画、地方創生、ＳＤＧｓを一体的

に推進することとします。 
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（７）実施計画（まちづくりの基本施策）の施策体系 

 

  

基本目標 基本施策 主な取組み

1.災害に対するまちの安全性の確保

2.消防力の充実

3.地域防災力の向上

1.防犯活動の強化

2.交通安全対策の推進

3.消費者トラブルへの対応

 3  ライフラインの確保 1.上下水道の整備

1.計画的な道路の整備

2.公共交通の利便性の向上

1.住環境の整備

2.市街地の整備

1.循環型社会の推進

2.環境保全対策の推進

1.行財政改革の強化と効率的な行財政経営

2.公共施設マネジメントの推進

3.開かれた町政の推進と発信力の強化

1.妊娠期から子育て期への切れ目のない支援

2.多様な保育サービスと受け入れ体制の充実

3.子育てしやすい環境の充実

1.時代に応じた教育内容の充実

2.教育環境の整備・充実

3.青少年の健全育成

1.子どもの権利の保障

2.子どもの貧困対策

1.健康づくり活動の推進

2.保健・福祉・医療の連携と充実

1.高齢者の生きがいづくりの推進

2.地域包括ケアシステムの構築

1.地域共生社会の実現にむけた取組みの推進

2.障害福祉サービスの充実

3.障害のある子どもへの支援の充実

1.適切かつ健全な社会保障制度の運営

2.多様なつながりと支え合いによる地域福祉の強化

1.生涯にわたって学べる環境づくり

2.生涯スポーツの推進

1.住民活動の推進によるコミュニティの充実

2.多様な主体との協働

1.男女共同参画の意識形成

2.ワーク・ライフ・バランスの推進

1.人権の擁護と啓発の推進

2.非核平和の推進

3.多文化共生の推進

1.地域ぐるみの観光ブランド力の強化

2.観光コンテンツの充実

3.発信力の充実による誘客

1.活力ある商工業の振興

2.新産業の創出、起業支援

1.生産基盤の整備促進

2.地産地消の推進

1.歴史文化資源の保全

2.歴史文化資源の「魅力」の発信

1.文化・芸術に親しめる環境づくり

2.文化・芸術活動の支援

1.斑鳩の里にふさわしい景観づくり

2.自然環境の保全と活用

3.子どもの未来が
輝くまちにします

 8  子育て環境の充実

 9  子どもの教育の充実

 10 子どもを守るしくみの充実

1.安全・安心に
くらせる

まちにします

 1  災害に強いまちづくり

 2  防犯・生活安全の向上

2.コンパクトで
質の高い持続可能な

まちにします

 4  道路・交通網の整備

 5  住宅・生活環境の整備

 6  循環型社会の推進・環境保全

 7  持続可能な行財政経営

4.誰もが健やかに
生き生きと
くらせる

まちにします

 11 健康づくり

 12 高齢者の福祉・介護の充実

 13 障害者福祉の充実

 14 安定した社会保障制度の運営

 15 生涯学習・生涯スポーツの推進

7.悠久の
歴史と文化、

自然を大切にする
まちにします

 22 歴史・文化遺産の保全と活用

 23 文化・芸術の振興

 24 風景・景観・自然環境の保全

5.つながりを
大切にする
まちにします

 16 住民活動と協働の推進

 17 男女共同参画社会の推進

 18 人権・平和社会・多文化共生

6.魅力に満ちた
活力ある

まちにします

 19 観光まちづくりの推進

 20 商工業の振興

 21 農業の活性化
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（８）実施計画（まちづくりの基本施策）事業一覧表の見方 

①重点施策（総合戦略）対応事業 

重点施策（第３期斑鳩町まち・ひと・しごと創生総合戦略）に掲載した事業については、重

点政策欄に【重点】と表示しています。 

 

②再掲事業 

事業の内容によって、ひとつの事業が複数の施策に重複する場合は、関連する計画（施策）にお

いては、その事業の再掲欄に【再】と表示しています。 

 

③担当課 

担当課については、令和８年度における担当課を表示しています。 

なお、複数の担当課が関連する場合は、とりまとめ課等を表示しています。 

 

④目標指標の設定 

わかりやすい町政の実現、成果の検証と取組みの改善につなげるため、施策ごとに主な指標を設

定しています。 

 

 

  

基本目標 ３　子どもの未来が輝くまちにします

基本施策 ９　子どもの教育の充実

基準値（R6） 後期基本計画の目標(R12) 単　位

小学生 85.2
中学生 59.5

向上 ％

施　策 １　時代に応じた教育内容の充実

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

知・徳・体のバラ
ンスのとれた児童
生徒の育成

教委総務課

少人数学級編制お
よび少人数指導の
推進

再 重点 教委総務課

安全で栄養バラン
スのとれた学校給
食の推進

再 重点 教委総務課

指　標

将来の夢や希望を持っている児童生徒の割合
（全国学力・学習状況調査）

事業概要

学校教育全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行う
とともに、体験学習や調べ学習などを取り入れた教育活動を行い、子どもたちの
知・徳・体のバランスのとれた「確かな学力」、「豊かな人間性」、「たくましい
心身」の育成をはかる。

国、県の学級編成基準と異なる少人数学級編制や、少人数での指導、ティーム・
ティーチングなど柔軟な少人数指導を運用することにより、教員が児童生徒一人ひ
とりに向かい合う時間を確保し、きめ細やかな学習が行える環境をつくる。

適温給食を提供しやすい、できたての給食を提供できる、食物アレルギー対応しや
すいなどのメリットがある自校方式を今後も継続する。

・
・
・
・

①重点施策に掲載した事業であることを表示 

②再掲事業であることを表示 
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Ⅱ．まちづくりの基本施策 
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基本目標１ 安全・安心にくらせるまちにします 
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１.災害に強いまちづくり 

 

［ 目標とする姿 ］ 

さまざまな自然災害に対する住民や関係機関の危機管理意識の向上と防災•減災への対

策がはかられて、災害時に迅速に対応できる基盤としくみが整っています。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.災害に対するまちの安全性の確保 【13事業】 

２.消防力の充実 【3事業】 

３.地域防災力の向上 【3事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

防災対策の取組みについての住民満足度指数 

 

 

  



基本目標 １　安全・安心にくらせるまちにします

基本施策 １　災害に強いまちづくり

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

38 50 団体

12 向上 件

施　策 １　災害に対するまちの安全性の確保

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

地域防災計画の見
直しおよび各種マ
ニュアルの作成

重点 安全安心課

被災者支援システ
ムの運用

重点 安全安心課

災害対策の推進 安全安心課

消防団活動の強化 再 重点 安全安心課

国土強靱化地域計
画に基づく取組み
の推進

重点 安全安心課

宅地防災の推進 都市創生課

国民保護法制への
対応

安全安心課

被災者支援システムを運用し、災害発生時における避難所の
開設・運営、緊急物資の供給などについて、迅速かつ円滑な
被災者支援の取組みを行うとともに、職員に対する研修の実
施により、システム操作に対する習熟をはかる。

指　標

自主防災組織数

防災士育成事業補助金交付件数

事業概要

大規模災害発生時に迅速な対応をはかることができるよう、
必要に応じて、地域防災計画を見直すとともに各種マニュア
ルを作成する。

風水害や地震等の災害発生時において、住民が安全かつ最低
限の生活水準を維持できるよう、生活基盤の維持および避難
生活の支援に関する施策を実施する。
元上水道用の井戸を活用した生活用水の確保体制の整備や、
避難行動要支援者等に対する避難支援等、今後想定される災
害リスクに対応した生活支援策を推進する。

斑鳩町国土強靭化地域計画に掲げる施策について、進捗管理
を行いながら、着実に実施することにより、「強さとしなや
かさ」を備えた国土、経済社会システムの構築をはかる。

地震等による人的被害を防止し、また宅地や家屋、周辺公共
施設等の被害を防止・軽減することにより、被災後の早期復
旧・コスト低減をはかるため、大規模盛土造成地の調査等を
行う。

国等における国民保護措置に関する変更などに応じ、町国民
保護計画の修正を行う。

地域防災力の充実・強化にむけ、消防団への加入促進をはか
るとともに、消防車両の更新や消防団員の装備等資機材等の
充実をはかる。
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基本目標 １　安全・安心にくらせるまちにします

基本施策 １　災害に強いまちづくり

施　策 １　災害に対するまちの安全性の確保

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

建築物の耐震化促
進

都市創生課

治水対策の推進 建設農林課

地籍調査の実施 建設農林課

避難行動要支援者
支援計画の推進

重点 福祉課

防災ネットワーク
の構築

安全安心課

災害用備蓄品の整
備

重点 安全安心課

防災情報伝達手段
の充実

重点 安全安心課誰もが防災情報を受け取ることができるよう、防災情報伝達
手段のさらなる高度化・重層化をはかる。

大地震による建築物の倒壊等による被害を未然に防止するた
め、建築物の耐震診断や耐震改修の実施を支援することなど
により、建築物の耐震化の促進にむけた取組みを実施する。

事業概要

大和川水系河川整備計画の一環とする大和川遊水地事業にて
外水氾濫対策を講じながら、奈良県平成緊急内水対策事業
や、適切な都市下水路の管理、内水浸水想定区域図の作成な
どによる内水対策および奈良県管理河川の整備とあわせて、
町内の総合的な治水（浸水）対策を推進する。

近年の異常気象や地震による自然災害の被災状況が深刻化す
るなか、第7次国土調査事業（Ｒ2～Ｒ11）にて町内の地籍調
査を実施し、甚大な被害により地形の形状が変わった地域が
発生した場合であっても、正確に土地境界を復元し、災害復
旧の迅速化をはかる。

避難行動要支援者支援計画に基づき、避難行動要支援者名簿
の作成および避難支援等関係者への情報提供をすすめるとと
もに、避難支援等関係者と連携しながら、避難行動要支援者
からの策定の申請に基づき、個別支援計画の策定をすすめ
る。

関係機関や関係団体との防災協定の締結にむけ、調整をすす
めるとともに、他の自治体等からの支援やボランティア等の
受入れと協力体制を整える。

避難所等における食料および生活用品等の計画的な備蓄を行
うとともに、女性や高齢者・乳幼児にも配慮した備蓄品の充
実をはかる。
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基本目標 １　安全・安心にくらせるまちにします

基本施策 １　災害に強いまちづくり

施　策 ２　消防力の充実

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

消防団活動の強化 重点 安全安心課

消防水利の充実 安全安心課

消防施設整備の実
施および支援

安全安心課

施　策 ３　地域防災力の向上

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

自主防災組識等の
設立の促進と活動
支援

重点 安全安心課

防災訓練の実施お
よび支援

安全安心課

地域防災リーダー
の育成

安全安心課

自治会や自主防災組織における防災訓練の実施を支援すると
ともに、関係機関や関係団体との連携のもと、さまざまな状
況を想定した多様な防災訓練を実施する。

地域防災力の向上にむけ、地域の防災リーダーとして活動す
る防災士を育成するため、奈良県が実施する防災士養成講座
の受講および防災士資格の取得に要する費用を助成する。

事業概要

地域防災力の充実・強化にむけ、消防団への加入促進をはか
るとともに、消防車両の更新や消防団員の装備等資機材等の
充実をはかる。

消防水利の充実にむけ、公共施設等の整備にあわせ、消火栓
や防火水槽を計画的に設置するとともに、ため池等を消防水
利として利用できるよう、引き続き、水利組合等に対し、協
力を求める。

消防水利の充実にむけ、防火水槽や消火栓の整備をすすめる
とともに、自衛消防団活動および自治会における消防施設の
整備を支援する。

事業概要

地域における自主防災体制を確立するとともに、地域防災力
の向上にむけ、自主防災組織の活動を支援する。
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２.防犯・生活安全の向上 

 

［ 目標とする姿 ］ 

住民一人ひとりの防犯意識や消費者問題に関する意識•知識が高まり、地域や警察など

の関係機関との連携により、犯罪や消費者トラブルの起こりにくいまちとなっています。 

また、交通安全に対して必要な施設整備が充実し、一人ひとりの安全意識が高まって、

誰もが安心•安全に行き交うことのできるまちが形成されています。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.防犯活動の強化 【3事業】 

２.交通安全対策の推進 【4事業】 

３.消費者トラブルへの対応 【2事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

防犯活動の取組みについての住民満足度指数 

 

 



基本目標 １　安全・安心にくらせるまちにします

基本施策 ２　防犯・生活安全の向上

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

47 減少 件

99 減少 件

施　策 １　防犯活動の強化

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

地域防犯体制の充
実

重点 安全安心課

防犯灯の整備の実
施および支援

重点 安全安心課

防犯カメラ設置の
推進

重点 安全安心課

指　標

交通事故件数

刑事犯罪の認知件数

事業概要

誰もが安全で安心してくらせる地域社会の形成にむけ、関係
機関のほか、自主防犯組織や自治会との協働により、生活安
全推進協議会の活動、こども110番の家やＳＯＳネットワーク
などの取組みを通じて、地域防犯のためのネットワークづく
りの充実をはかる。

誰もが安全で安心してくらせる地域社会の形成にむけ、町が
管理する防犯灯の新設、維持管理を行うとともに、自治会が
管理する防犯灯の新設、維持管理に対する助成を行う。

自治会等が管理する防犯カメラの設置および維持管理経費に
対する助成を行うとともに、新たに家庭用防犯カメラの設置
費用補助を実施し、地域全体の防犯力を高める。また、防犯
上の必要性や実施時期等を精査しながら、町設置防犯カメラ
の効果的な増設をはかる。
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基本目標 １　安全・安心にくらせるまちにします

基本施策 ２　防犯・生活安全の向上

施　策 ２　交通安全対策の推進

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

交通安全対策の実
施

建設農林課

運転免許自主返納
支援制度の推進

建設農林課

放置自転車の防止 環境対策課

交通安全施設の整
備

建設農林課

施　策 ３　消費者トラブルへの対応

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

消費者被害の未然
防止

安全安心課

消費者相談の実施 安全安心課

ＩＣＯＣＡカードの交付など、運転免許証自主返納者に対す
る支援を推進し、さらなる高齢者等の交通事故未然防止をは
かる。

事業概要

警察などの協力を得て、幼稚園、保育園、小学校にて交通安
全教室等を開催し、園児、児童への交通安全意識の高揚をは
かる。

放置自転車を防止するため、放置禁止区域の定期的な巡回を
行うとともに啓発活動を実施する。

交通事故防止のためのガードレールやカーブミラーなど各種
交通安全施設の新設および維持補修を行うとともに、道路パ
トロールを実施する。

事業概要

消費形態の多様化に伴い、消費者被害も複雑・多様になって
いることから、被害の未然防止にむけ、被害状況や被害者の
保護に関する情報などを提供するため、町広報紙に相談事例
等を掲載する。

消費生活相談を毎週木曜日午後および第4木曜日午前･午後に
開設する。また、生駒郡４町の輪番制による相談窓口の広域
連携を実施する。
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３.ライフラインの確保 

 

［ 目標とする姿 ］ 

水道事業の統合により、県•市町村の枠を越えて、効率的な事業運営が行われ、いつで

もおいしく飲める水道水を安定供給できています。また、災害時には迅速に復旧できる体

制が構築されています。 

公共下水道の整備が広がり、多くの方が公共下水道を利用し、身近な側溝や水路、河川

に生活排水が流れない快適な水環境を形成しています。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.上下水道の整備 【5事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

下水道の取組みについての住民満足度指数 

 

 



基本目標 １　安全・安心にくらせるまちにします

基本施策 ３　ライフラインの確保

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

73.1 向上 ％

施　策 １　上下水道の整備

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

奈良県広域水道企
業団との連絡調整

建設農林課

公共下水道の普及
促進

建設農林課

町有財産の適切な
管理（施設台帳の
整備）

再 建設農林課

公共下水道の効率
的な整備

建設農林課

水洗化率の向上 建設農林課公共下水道が使える区域では、家屋等が下水道接続すること
によって事業効果が発揮され、公共下水道事業の健全な経営
が行えることから、公共下水道供用区域における接続率の向
上に努める。

指　標

公共下水道の普及率

事業概要

斑鳩町の水道事業を統括する奈良県広域水道企業団と、町関
連事業との連絡調整を行う。

公共用水域の水質保全と生活環境の改善、公共下水道の普及
促進を目的に、「公共下水道事業計画」に基づく、面整備を
すすめる。
下水道整備計画に基づき整備をすすめるとともに、区域の見
直しを含む次期事業計画の検討を行う。

道路台帳等管理システムを適正に運用し、行政財産の適切な
管理・運営に努めるとともに、事務の効率化と窓口業務にお
けるサービスの向上をはかる。
公共下水道の整備にともなう施設の情報提供や維持管理を目
的として、施設管理台帳システムの適切な更新と管理を実施
する。

公共下水道の普及促進事業をすすめるにあたり、関連事業と
の調整を密にし、できる限り一体的な事業実施をはかること
で、効率的な整備をすすめる。
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基本目標２ コンパクトで質の高い持続可能なまちにします 
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４.道路・交通網の整備 

 

［ 目標とする姿 ］ 

すべての住民にとって利便性に配慮され自由に移動できる生活圏が形成されるととも

に、公共交通の整備も充実した交通移動性の高いまちが形成されます。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.計画的な道路の整備 【10事業】 

２.公共交通の利便性の向上 【5事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

道路整備や公共交通の取組みについての住民満足度指数 

 

 



基本目標 ２　コンパクトで質の高い接続可能なまちにします

基本施策 ４　道路・交通網の整備

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

89 向上 人/日

施　策 １　計画的な道路の整備

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

いかるがパーク
ウェイの整備促進

都市創生課

都市計画道路の整
備

都市創生課

国道25号の交通安
全対策

都市創生課

道路の新設改良 建設農林課

道路･公共施設のバ
リアフリー化の推
進

重点 建設農林課

バリアフリー基本
構想の推進

重点 都市創生課

コミュニティバス
等による地域公共
交通の確保

再 重点 都市創生課コミュニティバスの王寺駅乗入れにともなう効果検証を継続
的に行い、身近な交通機関としてコミュニティバスだけに限
定せず、地域公共交通のあり方を検討する。

指　標

コミュニティバス利用者数

事業概要

町内道路網の骨格を構築し、国道25号の渋滞緩和、住宅内な
どの生活道路への通過交通の進入を解消し、安全性の向上と
円滑な交通の流れを確保するとともに、町域へのアクセス向
上により商業および観光の活性化と発展をはかる。また災害
時における防災空間や災害物資の輸送路としての役割を担う
ために、国の直轄事業である、いかるがパークウェイの早期
整備にむけて、関係機関との調整や住民対応を行う。

町内道路網の骨格を構築することにより、生活道路の円滑な
交通の流れを確保し、住宅内道路の通過交通の進入解消によ
る安全性の向上をはかるため、都市計画道路の整備を行う。

町域内国道25号における歩道未整備区間について、国による
計画的な整備がなされ、歩行者、自動車双方の安全性向上を
はかるため、予算確保や整備内容に関する関係機関との調整
および住民対応を行う。
【Ｂ工区】龍田大橋東詰から猫坂交差点まで
【他工区】他の歩道未整備区間

幅員の狭い道路や場所を改修することにより、緊急車輌の通
行や避難経路の確保を行うとともに生活道路の安全性向上に
努める。

誰もが安全で快適に生活できる福祉のまちづくりをすすめる
ため、バリアフリーに配慮した道路・公共施設の整備を行
う。

高齢者、障害者等が日常生活、社会生活において利用する旅
客施設、官公庁施設等を含み、それらの相互施設間の移動が
通常徒歩で行われる地区等において、公共交通機関、建築
物、道路等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進する
ため策定したバリアフリー基本構想およびバリアフリー基本
構想特定事業計画の進捗管理を行う。
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基本目標 ２　コンパクトで質の高い接続可能なまちにします

基本施策 ４　道路・交通網の整備

施　策 １　計画的な道路の整備

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

道路環境の整備 建設農林課

住民・事業者との
協働の道路パト
ロールのシステム
づくり

建設農林課

「橋りょう長寿命
化修繕計画」の推
進

建設農林課

施　策 ２　公共交通の利便性の向上

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

バス利用の促進 都市創生課

生活支援体制整備
事業の推進

再 重点 福祉課

障害者の社会参加
の促進

再 福祉課

高齢者の生きがい
づくり

再 福祉課

コミュニティバス
等による地域公共
交通の確保

重点 都市創生課

居場所づくり、見守り、外出支援などの多様な生活支援サー
ビスを利用できたり、社会参加できるような地域づくりの支
援体制の充実・強化をはかるため、協議体やワーキングチー
ム会議において、地域ニーズの把握や地域資源の発掘、地域
課題の検討を行い、住み慣れた地域で暮らし続けるための支
援体制を整備する。

障害者の社会参加の促進・支援をはかるため、障害者の移動
支援（個別・グループ支援型）、リフト付きバスの運行、手
話通訳者の設置・派遣等の各種事業を行う。

高齢者が自立し、充実した生活がおくれるよう、趣味・学習
の講座やサークル活動の場の提供、高齢者優待券の交付や補
聴器の購入費を助成するなど、高齢者の生きがいづくりに努
める。

コミュニティバスの王寺駅乗入れにともなう効果検証を継続
的に行い、身近な交通機関としてコミュニティバスだけに限
定せず、地域公共交通のあり方を検討する。

事業概要

適正な道路機能を維持していくため、道路パトロールを行
い、道路点検と維持管理の充実に努める。

住民・事業者が発見した道路などの損壊状況等に関する情報
の提供を受け、道路パトロールに反映させる体制を確立す
る。

安全で安心して利用できる道路環境を確保するため、橋梁点
検により管理橋梁の現状を把握し、計画的かつ予防的な修繕
を実施することによって適正な維持管理と橋梁の長寿命化を
はかる。

事業概要

町民の通勤・通学・通院・買い物等の日常的な移動の利便性
向上と来訪者の観光回遊性の向上を両立することを目的とし
て、バス停留所の案内充実等の環境整備、実情に即したバス
ルートの見直し及び運行本数の適正化・増発について、バス
事業者に働きかけ、誰にとってもわかりやすく利用しやすい
公共交通環境の実現をはかる。
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５.住宅・生活環境の整備 

 

［ 目標とする姿 ］ 

良好な都市環境が形成され、空き家の有効活用がはかられるなかで、住民が安心するこ

とができる住環境対応が推進されています。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.住環境の整備 【6事業】 

２.市街地の整備 【6事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

良好な住環境の整備についての住民満足度指数 

 

  



基本目標 ２　コンパクトで質の高い接続可能なまちにします

基本施策 ５　住宅・生活環境の整備

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

1 維持 回/月

施　策 １　住環境の整備

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

生活拠点づくりの
計画推進

都市創生課

建築物の耐震化促
進

再 都市創生課

「町営住宅長寿命
化計画」の推進

建設農林課

良好な市街地の形
成

重点 都市創生課

景観計画の推進 重点 都市創生課

空家の活用 重点 安全安心課

指　標

職員による公園施設の安全点検

事業概要

都市再生特別措置法に基づき立地適正化計画等を策定・運用
し、生活拠点となる地域の土地利用や都市機能の配置方針を
整理することで、持続可能でバランスのとれた都市構造の形
成を推進する。

大地震による建築物の倒壊等による被害を未然に防止するた
め、建築物の耐震診断や耐震改修の実施を支援することなど
により、建築物の耐震化の促進にむけた取組みを実施する。

「町営住宅長寿命化計画」に基づき、予防保全的な管理・修
繕、効率的かつ円滑な更新等を実施することにより、今ある
住宅ストックを出来るだけ長く有効活用しながら、ライフサ
イクルコストの縮減、修繕や更新時期の分散化、毎年の事業
費の平準化に努める。

開発行為や建築行為に対し、都市計画法、建築基準法、開発
指導要綱等に基づく行政指導を行うことにより、良好な都市
環境の形成と秩序あるまちづくりの実現をはかる。

景観計画および景観条例の適切な運用により、町全域の景観
区域と幹線道路沿道などの重点景観形成区域において良好な
景観を形成する。また、農業、商工業、観光との連携をはか
るとともに、景観まちづくりに取り組む住民活動を支援し、
官民協働による斑鳩の里の景観の保全と創出に努める。

適切な管理が行われていない空家等に対し、指導を行うこと
により、適正管理を促すとともに、空家等およびその跡地の
活用を促進する施策を実施する。
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基本目標 ２　コンパクトで質の高い接続可能なまちにします

基本施策 ５　住宅・生活環境の整備

施　策 ２　市街地の整備

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

公園の適正な維持
管理

重点 都市創生課

事業用地を活用し
た公園等の整備

重点 都市創生課

史跡中宮寺跡の保
存・活用

再 重点 地域振興課

ＪＲ法隆寺駅周辺
整備の推進

重点 都市創生課

町並み景観形成の
推進

再 都市創生課

回遊型まちなか観
光の推進

再 重点 地域振興課法起寺や法輪寺、竜田公園などの町内全域の観光スポットを
含めた回遊性の向上と奈良市内との交通アクセス等につい
て、県とも連携しながら充実をはかる。

事業概要

既存の公園や子どもの広場を安全で快適に利用できるよう、
専門業者による遊具の点検および担当職員による付帯施設の
点検作業を実施するとともに、日常管理をいただいている地
元自治会からの通報も含めて、公園施設の劣化などを早期に
発見し、対応することにより、事故の未然防止と長寿命化を
はかる。

洪水時など、水を一時的に貯留し、河川の水位の上昇を抑え
るための遊水池等の施設において、平時の表面を公園や緑地
等に有効活用する方法について検討をすすめる。

史跡中宮寺跡歴史公園を住民に親しまれる公園として適切な
維持管理を行うとともに、歴史を身近に感じられる観光資源
として各種イベントに積極的に活用する。また、地元住民の
憩いの場となるよう、利便性と魅力度の向上に取り組み、駐
車場整備等の施設機能の充実をはかる。

町の玄関口にふさわしい交通拠点として、駅前広場や周辺ア
クセス道路の整備など、駅周辺整備の推進をはかるととも
に、県とも連携し、まちづくり連携協定に基づく基本構想の
見直しをすすめ、財政計画などをふまえた計画的な整備をは
かる。

歴史的風致維持向上計画の着実な推進にむけて、歴史的な町
並みを維持しながら周囲と調和した修景整備をすすめる。
法隆寺門前広場について、世界遺産法隆寺のバッファゾーン
として、魅力ある広場に再整備を行う。
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６.循環型社会の推進・環境保全 

 

［ 目標とする姿 ］ 

住民や事業者の環境への意識が高まり、廃棄物の５Ｒ*活動と適正処理による循環型社

会の形成がすすんでいます。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.循環型社会の推進 【13事業】 

２.環境保全対策の推進 【9事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

循環型社会や環境保全の取組みについての住民満足度指数 

 

  



基本目標 ２　コンパクトで質の高い接続可能なまちにします

基本施策 ６　循環型社会の推進・環境保全

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

68.9 95.8 ％

施　策 １　循環型社会の推進

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

ゼロ・ウェイスト
の推進

重点 環境対策課

ごみ資源化の促進 重点 環境対策課

環境意識の向上 重点 環境対策課

食品ロス削減対策 環境対策課

生ごみたい肥化の
促進

環境対策課

生ごみ分別収集事
業

環境対策課

事業系生ごみ分別
収集

環境対策課

安心サポートごみ
収集事業の充実

重点 環境対策課

生ごみ処理機等設置奨励金制度などにより、生ごみの自家処
理を促進し、ごみ発生量の抑制に努める。

指　標

リサイクル率

事業概要

資源の浪費、無駄をなくし、脱焼却、脱埋立をめざす「ゼ
ロ・ウェイスト」を達成するため、その考え方について、広
く内外に周知を行う。

ごみを燃やさない、埋め立てない「ゼロ･ウェイスト」のまち
をめざし、さらなる資源の有効活用をはかる。

環境イベントやクリーンキャンペーンなどの開催により、環
境問題に対する住民意識の向上をはかる。

食品ロス削減推進事業所認定制度や、事業者、住民への周知
啓発により、食品ロス削減に努める。

町全域における生ごみ分別収集を実施する。

事業系ごみのうち、多くを占める生ごみを、分別収集するこ
とにより、ごみ処理量の削減および再資源化をすすめる。

すべての人にやさしいごみ処理をすすめるため、安心サポー
トごみ収集事業を継続するとともに、効率的な収集体制等に
ついて検討する。
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基本目標 ２　コンパクトで質の高い接続可能なまちにします

基本施策 ６　循環型社会の推進・環境保全

施　策 １　循環型社会の推進

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

戸別収集事業の実
施

重点 環境対策課

安定的なごみ処理
対策

環境対策課

ごみ収集の委託化
への移行

環境対策課

災害廃棄物処理計
画の推進

環境対策課

環境パトロールの
実施

環境対策課

事業概要

高齢社会の進展にともない、家庭ごみの排出やごみ集積所の
維持管理等が難しくなっていく状況が予想される中、高齢者
のごみ出し支援の充実をはかるとともに、循環型社会の推進
に取り組む。

可燃ごみの広域ごみ処理を実施するとともに、可燃ごみ以外
のごみは、民間委託による処理となっていることから、契約
内容や契約方法を常に見直すなど、安定的なごみ処理対策を
継続していく。

家庭ごみ収集の全委託化を継続する。

「斑鳩町災害廃棄物処理計画」に基づき、災害発生時に迅速
かつ適切な災害廃棄物処理を行う。

環境問題に対する住民意識の向上をはかるため、環境パト
ロールや町広報紙等による啓発を行う。
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基本目標 ２　コンパクトで質の高い接続可能なまちにします

基本施策 ６　循環型社会の推進・環境保全

施　策 ２　環境保全対策の推進

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

環境意識の向上 再 重点 環境対策課

環境保全推進委員
活動の支援

環境対策課

地球温暖化対策の
推進

環境対策課

斑鳩町地球温暖化
対策実行計画（事
務事業編）の推進

環境対策課

公害の未然防止対
策

環境対策課

広域的な水質改善
活動の推進

環境対策課

合併処理浄化槽の
設置補助

環境対策課

鳩水園の維持管理 環境対策課

水洗化率の向上 再 建設農林課

環境問題に対する住民意識の向上をはかるため、環境保全推
進委員を中心とした実践活動を継続して実施する。

事業概要

環境イベントやクリーンキャンペーンなどの開催により、環
境問題に対する住民意識の向上をはかる。

し尿処理技術の向上と周辺環境の保全に努めるための整備補
修を行うとともに、脱水汚泥の資源化処理を実施する。

公共下水道が使える区域では、家屋等が下水道接続すること
によって事業効果が発揮され、公共下水道事業の健全な経営
が行えることから、公共下水道供用区域における接続率の向
上に努める。

環境保全分野で活動するＮＰＯ・ボランティアの活動を支援
する。また、自然を回復する取組みについても支援を行う。

地球温暖化対策推進法第21条に基づく斑鳩町地球温暖化対策
実行計画（事務事業編）の策定にともない、温室効果ガス削
減目標の達成にむけ、取組みの推進をはかる。

民間における騒音・振動規制法に該当する特定施設等の防止
設備の徹底など、公害の未然防止に努める。

大和川水環境協議会、竜田川流域生活排水対策推進会議に参
加し、各種啓発活動、廃食用油の回収、河川美化活動等を実
施する。

合併処理浄化槽の設置について、公共下水道の整備状況を見
ながら補助制度の運用をはかり、公域水域の水質汚濁の防止
をはかる。
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７.持続可能な行財政経営 

 

［ 目標とする姿 ］ 

徹底した行財政改革が実施され、限られた財源を有効に活用した健全な行財政経営の下

で、持続可能な行財政経営がすすんでいます。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.行財政改革の強化と効率的な行財政経営 【21事業】 

２.公共施設マネジメントの推進 【3事業】 

３.開かれた町政の推進と発信力の強化 【7事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

適切な行財政経営にむけた取組みについての住民満足度指数 

 

  



基本目標 ２　コンパクトで質の高い接続可能なまちにします

基本施策 ７　持続可能な行財政経営

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

13.0 100 ％

施　策 １　行財政改革の強化と効率的な行財政経営

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

行政組織機構の整
備

総務課

公民連携等の推進 再 政策財政課

人材育成の推進 総務課

人事評価制度の運
用

総務課

総合計画の進捗管
理

政策財政課

まち・ひと・しご
と創生総合戦略の
推進

政策財政課

行政改革アクショ
ンプランの推進

政策財政課

指　標

オンラインによる申請可能な手続きの割合

事業概要

新たな行政課題や住民ニーズに対応した効率的・効果的な行
政組織体制の構築をはかるとともに、令和13年度の定年年齢
の段階的な引き上げ完了、自治体業務のＤＸ化推進等による
勤務形態の検討、給与制度の見直し等により、高齢になって
も働き続けられる職場づくりを行う。

多様化する地域の課題や町民ニーズに対応するため、民間事
業者と積極的に協働し、公民連携による質の高い公共サービ
スの創出に努める。また、官学連携により、豊かな知的資源
や人的資源を幅広い分野で生かす取組みを推進する。

人材育成方針に基づき、常に問題意識を持ち自発的に能力維
持向上に努める人材を育成するため、各階層又は職種ごとの
受講必須科目の設定や、提供研修内容の改善、充実をはか
る。
また、住民からの信頼を確保するため、個人情報保護や法令
順守に関する意識の向上を目的とした研修を継続的に実施す
る。

職員がその職務を遂行するにあたり発揮した能力および挙げ
た業績を把握した上で行われる人事評価制度を運用し、これ
を任用、給与、分限等の人事管理の基礎として活用すること
により、職員の能力向上や公務能率の向上など、さらなる組
織の活性化をはかる。

第5次総合計画がめざすまちづくりの実現と計画的な事業の推
進にむけた進捗管理を毎年度行い、進捗状況を公表する。特
に、その進捗管理には、事務事業評価的な要素を取り入れ、
事業の有効性等を客観的に測ることのできる目標指標を可能
な限り設定する。

第5次総合計画の重点施策である「斑鳩町まち・ひと・しごと
創生総合戦略」の円滑な施策の推進をはかるため、まち・ひ
と・しごと創生会議を開催し、効果検証を行う。

「斑鳩町行政改革アクションプラン」に基づき、デジタル技
術を効果的に活用しながら、簡素で効率的な行政システムを
確立するとともに、住民に寄り添うサービスの提供につなげ
る。また、実施計画の進捗管理や実装に向けての伴走支援を
毎年度行う。
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基本目標 ２　コンパクトで質の高い接続可能なまちにします

基本施策 ７　持続可能な行財政経営

施　策 １　行財政改革の強化と効率的な行財政経営

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

バックヤード改革
の推進

政策財政課

住民基本台帳ネッ
トワークの運用

住民課

健全な財政運営 政策財政課

課税客体の適正な
把握と町税収入の
確保

税務課

使用料・手数料の
適正化

政策財政課

マイナンバー独自
利用事務の推進

総務課

電子申請の推進 政策財政課

窓口改革の推進 政策財政課

既存事業の必要性や費用対効果、規模等の見直しなどによる
経常的経費の縮減に努めるとともに、新たな財源の確保にむ
け積極的に取り組むことで、財政運営の健全化に努める。ま
た、健全化判断比率の各指標について、引き続き、早期健全
化基準未満とし、健全な財政を維持していく。

事業概要

ＡＩ、ＲＰＡ等の新たなＩＣＴの利活用を推進するととも
に、デジタル完結による事務処理を原則とした事務見直しを
すすめることで、全庁的な行政コストの削減、住民の利便性
の向上や行政事務の効率化を図る。

住民基本台帳ネットワークシステムの運用を推進し、マイナ
ンバーカードを活用して、転入･転出手続きの簡素化、市町村
の区域を超えた広域的な住民票の写しの交付等を行う。ま
た、マイナンバーカードの発行・交付を促進し、デジタル化
の推進をはかる。

課税客体の適正な把握のため申告指導･現況調査の充実をはか
るとともに、課税事務の効率化をはかるため情報化を推進す
る。また、滞納整理の推進および新規滞納の抑制をはかり、
安定した町税収入の確保を行う。

行政サービスを利用する人としない人の公平性の確保と受益
者負担の原則を基本として、サービス提供に要する経費に無
駄がないか、あるいは、より効率的なサービス提供の方法は
ないかなど、十分な検証を行ったうえで、その適正化をすす
める。
また、定期的に原価（コスト）調査を実施し、使用料・手数
料の見直しを行っていく。

社会保障・地方税・防災に関する事務において、マイナン
バーによる情報連携を行う独自利用事務を推進することによ
り、申請時における添付書類の削減や事務の効率化をはか
る。

「住民にも職員にもやさしい窓口」の実現にむけたフロント
ヤード改革の一環として、住民がスマホ等から申請が可能と
なる電子申請（行かない窓口）がほぼすべての手続きで利用
可能となるよう、整備をすすめる。

電子申請に対応できない住民などの受け皿として、より簡便
な申請や相談機能の充実等の住民サービスの向上と事務効率
化を図るため、ＩＣＴを活用した窓口改革を行う。
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基本目標 ２　コンパクトで質の高い接続可能なまちにします

基本施策 ７　持続可能な行財政経営

施　策 １　行財政改革の強化と効率的な行財政経営

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

コンビニエンスス
トア等における証
明書等の自動交付
サービスの推進

住民課

職員の健康管理 総務課

働き方改革の推進 総務課

広域行政の推進 政策財政課

老人福祉施設三室
園組合との連携

再 重点 福祉課

王寺周辺広域休日
応急診療施設組合
との連携

再 健康対策課

事業概要

三室休日応急診療所や近隣市町村の医療機関と連携し、休日
応急診療体制の充実をはかる。

マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストア等の
キオスク端末等を経由し、市町村から住民票の写し、印鑑登
録証明書、戸籍謄本、戸籍の附票、税証明書にかかるデータ
を取り寄せ、キオスク端末等で印刷された当該証明書を入手
できるサービス（コンビニ交付サービス）を実施する。

職員の能力が十分に発揮できるよう、健康診断や産業医によ
る健康相談、ストレスチェック制度の実施、衛生委員会の開
催などを通じて、職員の健康保持増進をはかる。

職場におけるハラスメントの防止、時差出勤やテレワークの
推進、業務効率化等、職員が働きやすい職場環境づくりに取
り組む。  

広域的な対応を必要とする行政課題に対しては、多様な枠組
みによる効果的、効率的な広域行政を推進する。

老人福祉施設三室園組合との連携により、特に高度な高齢者
福祉サービスを支える養護老人ホームや特別養護老人ホーム
の施設機能サービスの提供を行う。
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基本目標 ２　コンパクトで質の高い接続可能なまちにします

基本施策 ７　持続可能な行財政経営

施　策 ２　公共施設マネジメントの推進

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

町有財産の適切な
管理

安全安心課

公共施設等総合管
理計画の推進

安全安心課

町有財産の適切な
管理（施設台帳の
整備）

建設農林課

事業概要

普通財産・行政財産の適切な管理･運営に努める。また、遊休
財産については、可能なものから売却等による処分をすすめ
ていく。普通財産として管理している下司田池について、大
規模地震に対する耐震性を確保する必要が生じたため、防災
機能を備えた公園としての利活用の検討を行う。

今後の人口減少や少子高齢化による、厳しい財政状況を見据
えた中で、大きく変化している町民ニーズを的確に捉えた公
共施設等のあり方を検討し、各施設別の計画や具体的な方針
の整合性をはかりながら、公共施設等の最適化を推進する。

道路台帳等管理システムを適正に運用し、行政財産の適切な
管理・運営に努めるとともに、事務の効率化と窓口業務にお
けるサービスの向上をはかる。
公共下水道の整備にともなう施設の情報提供や維持管理を目
的として、施設管理台帳システムの適切な更新と管理を実施
する。
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基本目標 ２　コンパクトで質の高い接続可能なまちにします

基本施策 ７　持続可能な行財政経営

施　策 ３　開かれた町政の推進と発信力の強化

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

情報セキュリティ
対策の推進

政策財政課

行政情報のユニ
バーサルデザイン
化

総務課

デジタルデバイド
対策

政策財政課

情報公開制度の運
用

総務課

行政情報の効果的
な発信

重点 総務課

タウンプロモー
ションホームペー
ジの充実

重点 政策財政課

パブリックコメン
ト制度の運用

総務課各種計画の策定や事業の実施等について、住民と行政との協
働を一層推進するため、斑鳩町パブリックコメント手続の実
施に関する要綱に基づき、パブリックコメント制度の運用を
行う。

事業概要

年々高度化するサイバー攻撃から個人情報等の情報資産を守
るため、情報セキュリティ対策の強化をはかる。また、情報
セキュリティポリシー、特定個人情報安全管理措置につい
て、必要な見直しを適宜行うとともに、業務において適切な
運用ができるよう、職員への研修を定期的に実施する。

誰もが、行政情報を受け取ることができるよう、視認性が高
いＵＤフォントや、より直感的に理解しやすくなるピクトグ
ラムを使用するなど、誰もが読みやすく、親しみやすい町広
報紙を作成する。また、視覚障害者等を対象に行政情報を提
供するため、町広報紙の内容をＣＤに録音した声の広報を発
行する。

「誰一人取り残されない」デジタル社会の実現にむけ、高齢
者や障害者などへの活用支援のほか、誰もが平等にデジタル
技術の恩恵を享受できる窓口体制の整備を行う。

住民の知る権利を尊重し、情報公開制度を通じて、積極的な
情報提供に努めるとともに、個人情報保護のため、個人情報
の安全管理を徹底する。

住民や事業者等に対し、町行政への関心や理解を深めてもら
うため、広報紙やホームページ、ソーシャルメディア等を活
用して、行政運営の計画や方針、各種行政サービス等の行政
情報を積極的に発信する。

転入・定住を促進するため、町ホームページ「いいまち斑
鳩」において、斑鳩の魅力を広く発信する。
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基本目標３ 子どもの未来が輝くまちにします 
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８.子育て環境の充実 

 

［ 目標とする姿 ］ 

幼児教育・保育の「量」の確保と「質」の向上により、若い世代が喜びを持って安心し

て子育てをし、子どもが健やかに成長することができる環境が整っています。 

子どもを産み育てることへの不安を軽減するための支援体制が充実し、希望をもって子

どもを安心して産み育てられる環境が整っています。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.妊娠期から子育て期への切れ目のない支援 【11事業】 

２.多様な保育サービスと受け入れ体制の充実 【9事業】 

３.子育てしやすい環境の充実 【7事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

安心して子どもを産み育てられる子育て環境についての住民満足度指数 

 

  



基本目標 ３　子どもの未来が輝くまちにします

基本施策 ８　子育て環境の充実

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

48.3 56.0 ％

0 0 人

施　策 １　妊娠期から子育て期への切れ目のない支援

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

ひとり親家庭等へ
の支援

重点 子育て支援課

こども家庭セン
ターの運営（児童
福祉）

重点 子育て支援課

こども家庭セン
ターの運営（母子
保健）

重点 健康対策課

ペアレントトレー
ニングの実施

再 重点 福祉課

伴走型相談支援の
実施

重点 健康対策課

妊娠・子育て期の
健康管理体制の充
実

重点 健康対策課

マタニティ・子育
てタクシー利用者
への助成事業の実
施

重点 子育て支援課

妊娠期から子育て期まで継続して健診を行うことにより、子
どもの健康管理を行うとともに、発達に応じた保健指導や保
護者の悩みに寄り添うことで、切れ目ない支援を行う。

指　標

両親学級の初産婦参加率

待機児童数

事業概要

両親又は一方の親が死亡またはそれと同様の状態にある遺児
の養育者に、遺児福祉年金を支給するとともに、ひとり親家
庭等への支援策について、ホームページや子育てガイドブッ
クを活用し、各種制度の周知を行う。

全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行
う機能を有するこども家庭センターの運営を行い、妊娠届か
ら妊産婦支援、子育てや子どもに関する相談を受けて支援を
つなぐためのマネジメント等を担う。

全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行
う機能を有するこども家庭センターの運営を行い、妊娠届出
から妊産婦支援、子育てや子どもに関する相談を受けて支援
をつなぐためのマネジメント等を担う。

障害や発達の遅れのある児童の保護者を対象に、専門的な知
識を有する講師から、子どもの行動理論や具体的な対応のし
かたを伝え、家庭での児童への関わり方を通じて、児童の健
やかな発達を促す。

妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近で相談に応じ、
さまざまなニーズに即した必要なサービスにつなぐ伴走型相
談支援を推進する。

妊婦又は乳児の保護者が、外出のために利用するタクシー料
金の一部を助成する。

39



基本目標 ３　子どもの未来が輝くまちにします

基本施策 ８　子育て環境の充実

施　策 １　妊娠期から子育て期への切れ目のない支援

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

幼児2人同乗用自転
車購入費の助成

重点 子育て支援課

産前・子育て世
帯・ヤングケア
ラー支援ヘルパー
派遣

重点 子育て支援課

妊娠前から子育て
期の支援体制の充
実

重点 健康対策課

ブックスタートの
実施

重点 生涯学習課

事業概要

幼児2人同乗用自転車の普及を促進し、幼児等の安全確保と交
通安全に対する意識の高揚をはかることを目的に、購入費の
一部を助成する。

妊娠中や産後の体調不良等により、家事や育児が困難である
家庭や、家族の介護その他日常の世話を過度に行っているヤ
ングケアラーまたは疑いがある家庭にホームヘルパーを派遣
し、家事や育児を援助する。

妊娠中や出産後に支援が必要な母子を対象に、母親の心身の
ケアや育児のサポート等を行うことにより、育児不安の軽減
をはかり、安心して子育てができる支援体制を確保する。

親子のふれあいの機会充実をはかるため、図書館にてブック
スタートを実施する。ブックスタートに参加できなかった赤
ちゃんと保護者に対しては、引き続きブックスタート絵本の
後日配布を行う。
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基本目標 ３　子どもの未来が輝くまちにします

基本施策 ８　子育て環境の充実

施　策 ２　多様な保育サービスと受け入れ体制の充実

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

保育体制の充実 重点 子育て支援課

病児保育事業の実
施

重点 子育て支援課

子育て短期支援事
業の実施

重点 子育て支援課

民間保育所等の支
援

重点 子育て支援課

幼稚園預かり保育
の実施

重点 教委総務課

私立保育所等の保
育の実施

重点 子育て支援課

子ども・子育て支
援事業計画の推進

重点 子育て支援課

就学前教育・保育
施設の整備

重点 子育て支援課

放課後児童対策の
充実

重点 生涯学習課

幼児の健やかな育成と保護者への子育て支援の充実をはかる
ことを目的に、幼稚園において預かり保育を実施する。

事業概要

多様な保育ニーズに対応し、子どもを安心して産み育てられ
る環境づくりをすすめるため、通常保育のほか、延長保育や
一時預かり、障害児保育、などの保育サービスを提供すると
ともに、保育園に看護師を配置し、医療的ケア児の受け入れ
を行うなど保育体制の充実に取り組む。

西和5町および西和医療センターと連携し、病児保育室を運営
する。

保護者が仕事や疾病・冠婚葬祭等により一時的に児童を養育
できない場合に、児童福祉施設等で一定の期間、児童を養育
保護し、利用期間中は、所属機関（保幼こ小）への通学
（園）に送迎を行い、学びの切れ目のない支援を行う。

町内の保育サービスの充実と待機児童の解消をはかるため、
町内における民間保育所等の運営を支援する。

多様な保育ニーズに対応し、子どもを安心して産み育てられ
る環境づくりをすすめるため、町内の私立保育所に委託する
ほか、保護者の勤務の都合などにより、市町村の枠を越えて
保育を行う広域入所を実施する。

子どもの健やかな成長、発達を支え、住民の誰もが地域の子
育てに参加できるまちづくりをすすめるため、「第3期子ど
も・子育て支援事業計画」（令和7～11年）を推進する。

町立幼稚園を含めた今後の町全体の就学前教育・保育施設整
備について検討を行うとともに、待機児童対策として新保育
施設の整備を行う。

児童の健全育成と女性の社会進出、就労等を支援するため、
町内小学校3校に学童保育室を設置し、保育を実施する。
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基本目標 ３　子どもの未来が輝くまちにします

基本施策 ８　子育て環境の充実

施　策 ３　子育てしやすい環境の充実

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

地域子育て支援セ
ンターの運営

重点 子育て支援課

ブックスタートの
実施

再 重点 生涯学習課

地域における子育
て支援の拠点づく
り

子育て支援課

幼稚園における子
育て支援拠点機能
の充実

教委総務課

子育て支援ネット
ワークの整備

重点 子育て支援課

子育て支援サービ
スの効果的な発信

重点 子育て支援課

家庭教育の啓発 生涯学習課家庭教育の重要性を啓発するとともに、家庭の教育力の向上
をはかるため、講座等を開催し、意識の啓蒙をはかる。

事業概要

生き生きプラザ斑鳩に、子育て全般に関する支援を行う拠点
を設置し、地域の子育て支援情報の提供を行うとともに、つ
どいの広場の運営や、子どもがさまざまな体験をするぷち保
育室を開催、臨床心理士等による育児相談や子育て支援講座
を開催し、子育て支援の輪を広げる。

親子のふれあいの機会充実をはかるため、図書館にてブック
スタートを実施する。ブックスタートに参加できなかった赤
ちゃんと保護者に対しては、引き続きブックスタート絵本の
後日配布を行う。

町立保育園を地域における新たな子育て支援拠点として位置
付け、子育てをする保護者の地域におけるつながりの場や子
育てに対する不安を解消できる場として活用する。

子育てをする保護者の地域におけるつながりの場や子育てに
対する不安を解消できる場として、幼稚園において保護者か
らの相談体制や未就園児を含めた子育て支援の充実をはか
る。

子育てサポーターの養成および資質の向上をはかるなど、保
育園･幼稚園・学校・家庭・地域・関係する行政機関等がそれ
ぞれの役割と機能を発揮し、子育てサークル等の住民主体の
子育て団体を支援するなど、地域ぐるみでの子育て支援にむ
けた子育て支援ネットワーク体制を整備する。

子育てに関する事業・施策の内容、利用方法、実施主体が明
記されたパンフレットやホームページ、ＳＮＳなどを活用
し、子育て・教育環境情報を発信する。
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９.子どもの教育の充実 

 

［ 目標とする姿 ］ 

学校、家庭および地域がそれぞれの役割を果たし、互いに連携し、社会全体で子どもの

成長を支える環境が整っています。その下で、子ども一人ひとりの発達過程をふまえた教

育が行われ、学びの意欲が高まり、社会的自立にむけた基礎的および基本的な資質や能力

が育まれています。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.時代に応じた教育内容の充実 【9事業】 

２.教育環境の整備・充実 【20事業】 

３.青少年の健全育成 【4事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

小中学校における教育環境についての住民満足度指数 

 

  



基本目標 ３　子どもの未来が輝くまちにします

基本施策 ９　子どもの教育の充実

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

小学生 85.2
中学生 59.5

向上 ％

施　策 １　時代に応じた教育内容の充実

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

知・徳・体のバラ
ンスのとれた児童
生徒の育成

教委総務課

少人数学級編制お
よび少人数指導の
推進

再 重点 教委総務課

安全で栄養バラン
スのとれた学校給
食の推進

再 重点 教委総務課

グローバル化に対
応した教育の充実

再 重点 教委総務課

教育ＤＸの推進 再 重点 教委総務課

郷土愛を育む教育
の充実

重点 教委総務課

特別活動（学校行
事・クラブ活動）
の推進

重点 教委総務課

小・中学校において各教科等の授業や学習などにコンピュー
タ等を適切に活用し、子どもたちのプログラミング的思考を
はぐくみ、情報化に対応した人材の育成をはかる。また、情
報機器については、時代に即した機器整備を行う。

指　標

将来の夢や希望を持っている児童生徒の割合
（全国学力・学習状況調査）

事業概要

学校教育全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組を
体系的・計画的に行うとともに、体験学習や調べ学習などを
取り入れた教育活動を行い、子どもたちの知・徳・体のバラ
ンスのとれた「確かな学力」、「豊かな人間性」、「たくま
しい心身」の育成をはかる。

国、県の学級編制基準と異なる少人数学級編制や、少人数で
の指導、ティーム・ティーチングなど柔軟な少人数指導を運
用することにより、教員が児童生徒一人ひとりに向かい合う
時間を確保し、きめ細やかな学習が行える環境をつくる。

適温かつできたての給食の提供が可能であり、食物アレル
ギーへの個別対応も容易であるという利点を活かした自校調
理方式を維持する。

ＡＬＴの全小学校への配置や小中連携教育により、児童・生
徒の英語や異文化への興味・関心を高める。また、中学校卒
業時に英語検定3級程度に到達できる英語能力の修得を目標と
して、教員の授業改革や教育指導の充実に取り組む。

斑鳩町の歴史・文化・自然などを地域の子どもたちに引き継
いでいくために、それらの学びを通じて、郷土愛を育む学習
を推進する。また、小学校で能、茶道、和太鼓などの日本伝
統文化を学び、伝統と文化を理解し尊重する心を育成すると
ともに、世界遺産学習全国シェアミーティングへの参加を通
じて、持続可能な発展教育（ＥＳＤ）を推進する。

児童、生徒一人ひとりが学級活動、児童・生徒会活動、クラ
ブ活動、学校行事に積極的に参加することにより、個々の児
童生徒の心身の調和のとれた発達と個性の伸長をはかり、自
主性・社会性を伸ばすよう努める。

44



基本目標 ３　子どもの未来が輝くまちにします

基本施策 ９　子どもの教育の充実

施　策 １　時代に応じた教育内容の充実

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

学校部活動の地域
展開の推進

重点 教委総務課

学校・地域連携教
育支援活動の推進

重点 生涯学習課

事業概要

将来にわたり、子どもたちが文化、芸術、スポーツに継続し
て親しむことができるとともに、安全で安心して、専門的な
指導を受けることができること等を活動基本方針として、中
学校部活動の地域展開を推進する。

学校と地域が連携し、多種多様な個性、資質や能力を持った
子どもたちの教育活動の充実をはかる。
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基本目標 ３　子どもの未来が輝くまちにします

基本施策 ９　子どもの教育の充実

施　策 ２　教育環境の整備・充実

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

学習支援事業（ス
クールサポート事
業）の実施

重点 教委総務課

通学路の安全確保
に関する取組みの
推進

重点 教委総務課

学校・地域連携教
育支援活動の推進

再 重点 生涯学習課

就学前教育・保育
施設の交流

子育て支援課

幼稚園・保育園・
小学校・中学校間
の連携

教委総務課

学校施設整備の実
施

重点 教委総務課

教育ＤＸの推進 重点 教委総務課

グローバル化に対
応した教育の充実

重点 教委総務課

学校施設の改修等の優先順位付けや実施計画などを定めた学
校施設長寿命化計画に基づき、老朽化対策工事をすすめると
ともに、多様な教育的ニーズに応じた施設機能の高機能化・
多機能化・防災機能強化、地域との連携を実現する施設整備
をはかる。

小・中学校において各教科等の授業や学習などにコンピュー
タ等を適切に活用し、子どもたちのプログラミング的思考を
はぐくみ、情報化に対応した人材の育成をはかる。また、情
報機器については、時代に即した機器整備を行う。

ＡＬＴの全小学校への配置や小中連携教育により、児童・生
徒の英語や異文化への興味・関心を高める。また、中学校卒
業時に英語検定3級程度に到達できる英語能力の修得を目標と
して、教員の授業改革や教育指導の充実に取り組む。

教員ＯＢ等の地域の経験豊かな人材との協働により、その経
験を児童生徒の学習支援に生かしてもらい、学力および学習
意欲の向上並びに地域コミュニティの活性化をはかる。

関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるように通
学路の安全確保をはかる。

学校と地域が連携し、多種多様な個性、資質や能力を持った
子どもたちの教育活動の充実をはかる。

安心して子どもを産み育てられる子育て環境づくりをすすめ
るため、保育所と幼稚園、小学校との交流や地域への積極的
な開放などについて検討を行う。

小学校から中学校への入学が円滑に行うことができるよう、
英会話教育、道徳教育、小中交流を柱に小中連携教育を実施
する。また、小学校への円滑な入学のために、幼稚園と小学
校との交流に保育園も交えた取組みを行う。

事業概要
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基本目標 ３　子どもの未来が輝くまちにします

基本施策 ９　子どもの教育の充実

施　策 ２　教育環境の整備・充実

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

教職員研修の実施 教委総務課

教育機会の提供 重点 教委総務課

通級指導教室の運
営

重点 教委総務課

特別支援教育環境
の整備

重点 教委総務課

特別支援教育の充
実

重点 教委総務課

少人数学級編制お
よび少人数指導の
推進

重点 教委総務課

学校図書の整備 重点 教委総務課

「斑鳩町子ども読
書活動推進計画」
の推進

重点 生涯学習課子どもたちが読書習慣を身につけられるよう、家庭、学校、
地域、図書館が「斑鳩町子ども読書活動推進計画」に基づい
て連携・協力し、子どもの読書環境を整える。

生徒指導、授業研究、特別支援教育を重点に全体研修、各教
科別研修により、実践的指導力を養成し、教職員の資質向上
をはかる。

夜間中学校の運営および町内の夜間中学校在籍者の就学に必
用な経費に対し負担を行う。

学習障害など、特別支援学級に入級を要しない程度の支援を
有する児童がその特性にあわせた個別の指導を受けて、学習
上、生活上の困難を改善するために通級指導教室を運営す
る。

特別支援学級に在籍する児童生徒が円滑に学校生活を送るこ
とができるよう、学習に必要な物品や設備を整備するととも
に、学校施設のバリアフリー化を進める。

特別支援学級等の運営にかかる講師の配置を行うほか、発達
遅滞に不安を抱く保護者の支援のため、就学予定児教育相談
を実施する。また、教育支援委員会において、特別な支援を
必要とする幼児、児童および生徒に関する教育相談および教
育についての指導並びにその後の一貫した支援等を行う。さ
らに、特別支援学級に在籍する児童、生徒の学用品費等につ
いて助成し、保護者の経済的負担の軽減をはかる。

国、県の学級編制基準と異なる少人数学級編制や、少人数で
の指導、ティーム・ティーチングなど柔軟な少人数指導を運
用することにより、教員が児童生徒一人ひとりに向かい合う
時間を確保し、きめ細やかな学習が行える環境をつくる。

標準冊数の確保に努めながら、内容等が古い書籍について
は、リユース等を行うことにより、学校図書室の機能向上を
はかり、児童の主体的・意欲的な学習活動・読書活動が行え
る環境整備をすすめる。また図書室の活用だけでなく、「斑
鳩町子ども読書活動推進計画」に基づき、町立図書館からの
貸し出しや、図書の読み聞かせなどによる図書活動の充実を
はかる。

事業概要
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基本目標 ３　子どもの未来が輝くまちにします

基本施策 ９　子どもの教育の充実

施　策 ２　教育環境の整備・充実

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

町立図書館蔵書の
充実

再 重点 生涯学習課

安全で栄養バラン
スのとれた学校給
食の推進

重点 教委総務課

食育の推進 再 重点 建設農林課

不登校対策の充実 重点 教委総務課

施　策 ３　青少年の健全育成

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

スクールカウンセ
ラーの配置

教委総務課

心の教室相談員の
配置

教委総務課

青少年の健全育成 生涯学習課

心の教室相談員を町立中学校に配置し、生徒の心の悩みや不
安、ストレスの解消をはかる。

青少年の心身ともに健やかな成長と円滑な社会生活を支援す
るため、学校、家庭、地域をはじめ、福祉、保健・医療等の
各分野が連携を強化し、相談体制の整備、見守りや啓発活動
を展開する。

住民ニーズに沿った資料の提供ができるよう、町立図書館、
公民館図書室の蔵書を充実させる。

適温かつできたての給食の提供が可能であり、食物アレル
ギーへの個別対応も容易であるという利点を活かした自校調
理方式を維持する。

学校教育との連携により、農業体験学習の場の提供と学校給
食への収穫物の活用など、農業への関心や理解を深める。

学校に行きにくい児童生徒の悩みや不安の解消、心の居場所
を提供するため、斑鳩町子どもと親のフリースペース くるむ
を活用して児童生徒の状況に即した学習やグループ活動等を
実施するとともに、「アイ・キャッチ・プロジェクト」を推
進し、不登校児童生徒に対する「初芽の一歩」として、「未
然防止」「初期対応」の2つの柱で不登校対策をはかる。

事業概要

県費および町費によるスクールカウンセラーを町立小中学校
に配置し、いじめや不登校、非行の問題や児童・生徒の心の
問題に適切に対処する。

事業概要
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10.子どもを守るしくみの充実 

 

［ 目標とする姿 ］ 

心身の健全な成長を育み、すべての子どもが大切にされながら育ちます。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.子どもの権利の保障 【3事業】 

２.子どもの貧困対策 【7事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

子どもを守るしくみについての住民満足度指数 

 

  



基本目標 ３　子どもの未来が輝くまちにします

基本施策 10　子どもを守るしくみの充実

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

3～4か月児 95.3
1歳6か月児 90.4

3歳児 73.6

3～4か月児 96.0
1歳6か月児 91.0

3歳児 74.0
％

11.5
（R2～R5平均）

11 回

施　策 １　子どもの権利の保障

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

児童虐待への対策 重点 子育て支援課

こども家庭セン
ターの運営（児童
福祉）

再 重点 子育て支援課

ヤングケアラーの
支援

重点 子育て支援課家族の介護その他の日常生活の世話を過度に行っている、ま
たはその疑いのあるヤングケアラー児を教育機関、関係機関
と連携し、早期発見及び早期支援へとつなげる。

指　標

乳幼児期に体罰や暴言、ネグレクト等によらない
子育てをしている親の割合

児童虐待防止補助員による訪問

事業概要

要保護児童の適切な保護をはかるため、県中央こども家庭相
談センター等、関係機関などで構成する要保護児童対策地域
協議会において、その子どもに関する情報等を共有し、適切
な連携の下で対応していく。また、さまざまな地域資源を有
機的に組み合わせ具体的な支援へとつなげていく。

全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行
う機能を有するこども家庭センターの運営を行い、妊娠届か
ら妊産婦支援、子育てや子どもに関する相談を受けて支援を
つなぐためのマネジメント等を担う。

50



基本目標 ３　子どもの未来が輝くまちにします

基本施策 10　子どもを守るしくみの充実

施　策 ２　子どもの貧困対策

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

学習支援事業（ス
クールサポート事
業）の実施

再 重点 教委総務課

子ども食堂の支援 重点 子育て支援課

保育所保育料の軽
減

重点 子育て支援課

幼稚園、保育園等
教材費などの援助

重点 子育て支援課

幼児教育・保育の
無償化

重点 教委総務課

学校給食費への支
援

重点 教委総務課

要保護・準要保護
児童・生徒の就学
援助

重点 教委総務課

小・中学校の給食費の無償化や幼稚園の給食費の軽減に関す
る取組みを実施する。

義務教育の円滑な実施をはかるため、経済的理由によって就
学困難と認められる児童・生徒の保護者に対して学用品費・
給食費等について援助を行う。

事業概要

教員ＯＢ等の地域の経験豊かな人材との協働により、その経
験を児童生徒の学習支援に生かしてもらい、学力および学習
意欲の向上並びに地域コミュニティの活性化をはかる。

民間の子ども食堂の活動内容の周知啓発や活動支援を行うこ
とにより、地域における子どもの居場所づくりを促進し、地
域における見守り体制を強化する。

幼児教育・保育の無償化により、3～5歳児および0～2歳児の
住民税非課税世帯について保育料の無償化を実施する。ま
た、0～2歳児の保育料についても保護者の経済的な負担を軽
減するため国基準より軽減するとともに、同時在園等の3歳未
満児の保育料負担を無償にする。

幼稚園、保育所などを利用する生活保護世帯等の方を対象
に、各施設で実費徴収される費用(日用品・文房具・行事な
ど)の一部を補助する。

子ども子育て支援制度に基づき、町立幼稚園・町立保育所並
びに新制度未移行の私立幼稚園に対する保育料等（入園料含
む）、預かり保育利用料等の無償化を実施する。
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基本目標４ 誰もが健やかに生き生きとくらせるまちにします 
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11.健康づくり 

 

［ 目標とする姿 ］ 

すべての世代の住民が自らの健康に関心を持ち、日ごろから心身の健康づくりに取り組

んでいます。また、すべての住民が必要な時に適切な医療サービスを受けることができる

医療体制が整っています。 

さらに、住民が感染症対策に対する正しい知識を持ち、感染症拡大を防止するための体

制が整備されています。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.健康づくり活動の推進 【10事業】 

２.保健・福祉・医療の連携と充実 【9事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

健康づくりの取組みについての住民満足度指数 

 
  



基本目標 ４　誰もが健やかに生き生きとくらせるまちにします

基本施策 11　健康づくり

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

男性　19.48
女性　20.40
（R2年数値）

延伸 年

施　策 １　健康づくり活動の推進

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

生活習慣病の発症
と重症化予防

重点 健康対策課

医療費等支援事業 重点 健康対策課

ボランティア等と
協働した保健活動
の実施

健康対策課

伴走型相談支援の
実施

再 重点 健康対策課

各種健診の実施 重点 健康対策課

予防接種の実施 重点 健康対策課

人間ドック健診受
診費用の助成

重点 国保医療課

指　標

健康寿命

事業概要

第3期斑鳩町健康増進計画・第3期斑鳩町食育推進計画に基づ
き、生活習慣病発症および重症化予防やライフステージの特
徴に応じた健康づくりの推進を行うため、保健事業を実施す
る。

がん等の疾病に罹患しても、健康寿命を延ばし、より豊かな
人生を送れるよう、助成制度を整え、健康づくりを支援す
る。

地域の健康課題について学び、一人ひとりが主体性をもって
健康づくりに取り組めるよう、保健センターと協働して地域
の健康づくりをすすめるため、健康づくり推進員を支援す
る。

妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近で相談に応じ、
さまざまなニーズに即した必要なサービスにつなぐ伴走型相
談支援を推進する。

健康寿命延伸のために健康状態を良好に保てるよう、誰もが
受診しやすい環境を整備し、疾病の早期発見・早期治療のた
め健康診査やがん検診等を実施する。

感染予防のため五種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・ポ
リオ・ヒブ）、麻しん風しん混合、日本脳炎、ＢＣＧ等、高
齢者については重症化予防のため、インフルエンザ等の定期
予防接種を実施する。また、おたふくかぜワクチン、子ど
も・妊婦インフルエンザ、高齢者肺炎球菌等、任意の予防接
種費用の助成を行い感染症を予防する。

国民健康保険の40歳以上の被保険者を対象に、疾病予防およ
び早期発見等健康の保持増進をはかるため、人間ドック健診
に要する費用の一部を助成する。
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基本目標 ４　誰もが健やかに生き生きとくらせるまちにします

基本施策 11　健康づくり

施　策 １　健康づくり活動の推進

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

妊娠・子育て期の
健康管理体制の充
実

再 重点 健康対策課

心の健康づくりの
推進

重点 健康対策課

妊娠前から子育て
期の支援体制の充
実

再 重点 健康対策課

事業概要

妊娠期から子育て期まで継続して健診を行うことにより、子
どもの健康管理を行うとともに、発達に応じた保健指導や保
護者の悩みに寄り添うことで、切れ目ない支援を行う。

こころの健康を維持するために、ストレスに対するセルフケ
アの方法や快適な睡眠、休養が確保できる生活習慣の確立な
どのメンタルヘルスに関する知識の普及や相談機関等の周知
をはかり、心の健康づくりを推進する。
また、自殺対策計画に基づき、関係機関と連携し、生きる支
援施策に取り組む。

妊娠中や出産後に支援が必要な母子を対象に、母親の心身の
ケアや育児のサポート等を行うことにより、育児不安の軽減
をはかり、安心して子育てができる支援体制を確保する。
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基本目標 ４　誰もが健やかに生き生きとくらせるまちにします

基本施策 11　健康づくり

施　策 ２　保健・福祉・医療の連携と充実

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

健康管理システム
体制の整備

健康対策課

専門職との連携 健康対策課

健康づくり推進協
議会の開催

健康対策課

ボランティア等と
協働した保健活動
の実施

再 健康対策課

高齢者の保健事業
と介護予防の一体
的な実施

国保医療課

地域包括ケアシス
テムの構築

再 重点 福祉課

王寺周辺広域休日
応急診療施設組合
との連携

健康対策課

伴走型相談支援の
実施

再 重点 健康対策課

新型インフルエン
ザ等対策行動計画
の推進

健康対策課

三室休日応急診療所や近隣市町村の医療機関と連携し、休日
応急診療体制の充実をはかる。

妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近で相談に応じ、
さまざまなニーズに即した必要なサービスにつなぐ伴走型相
談支援を推進する。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、斑鳩町新型
インフルエンザ等対策行動計画に沿って、感染拡大を可能な
限り抑制し、町民の生命および健康を保護する。

乳幼児から高齢者まで、個々の健診結果等の情報を一元化
し、住民の健康管理を総合的に行う。

医師、管理栄養士、精神保健福祉士、心理相談員、助産師、
歯科衛生士などの専門職と連携をはかりながら、保健事業を
すすめる。

関係機関との連携を強化しながら、健康づくりに関する施策
の総合的な推進をはかるため、健康づくり推進協議会を開催
する。

地域の健康課題について学び、一人ひとりが主体性をもって
健康づくりに取り組めるよう、保健センターと協働して地域
の健康づくりをすすめるため、健康づくり推進員を支援す
る。

奈良県後期高齢者医療広域連合の広域計画に基づいた事業の
委託を受け、国保データベース（ＫＤＢシステム）を活用
し、専門職を配置することにより、高齢者の保健事業と介護
予防事業を一体的に行う。

高齢者の尊厳と自立生活の支援の目的のもと、可能な限り住
み慣れた地域で自分らしいくらしを人生の最後まで続けるこ
とができるよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援
の地域包括ケアシステムの構築を推進する。

事業概要
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12.高齢者の福祉・介護の充実 

 

［ 目標とする姿 ］ 

高齢になっても住み慣れた地域で、健康で生きがいを持って自立した日常生活を営んで

います。 

また、地域の中で支え合い、医療や介護の支援が包括的に確保できる体制が整って、在

宅医療と介護の連携が充実しています。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.高齢者の生きがいづくりの推進 【4事業】 

２.地域包括ケアシステムの構築 【17事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

高齢者の自立した生活への支援や介護福祉サービスについての住民満足度指数 

 

  



基本目標 ４　誰もが健やかに生き生きとくらせるまちにします

基本施策 12　高齢者の福祉・介護の充実

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

20.4 23.2 ％

178 維持 回

施　策 １　高齢者の生きがいづくりの推進

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

高齢者の活動の場
の提供

福祉課

高齢者の生きがい
づくり

福祉課

公民館の充実 再 生涯学習課

生き生きプラザ斑
鳩の活用

福祉課

生きがいづくりや知識・技術の習得をはかるための生涯学習
の機会づくりとして、各公民館において教室・教養講座等を
開催し、技術成果の発表の機会づくりの充実をはかる。

すべての高齢者を対象に、生き生きプラザ斑鳩を拠点とし介
護予防や認知症予防等の知識の普及・啓発を目的に健康教育
や講演会等を実施し、高齢者の健康の保持増進をはかる。

高齢者が自立し、充実した生活がおくれるよう、趣味・学習
の講座やサークル活動の場の提供、高齢者優待券の交付や補
聴器の購入費を助成するなど、高齢者の生きがいづくりに努
める。

指　標

要支援・要介護認定者出現率（第1号被保険者）

介護予防教室の開催回数

事業概要

高齢者の豊かな経験と技術を生かすとともに働く機会の充実
や活動の場づくりを促進するため、シルバー人材センターの
活動に対し助成を行う。
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基本目標 ４　誰もが健やかに生き生きとくらせるまちにします

基本施策 12　高齢者の福祉・介護の充実

施　策 ２　地域包括ケアシステムの構築

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

老人福祉施設三室
園組合との連携

重点 福祉課

地域包括ケアシス
テムの構築

重点 福祉課

介護保険事業計画
および高齢者福祉
計画の推進

重点 福祉課

養護老人ホームへ
の入所措置

重点 福祉課

認知症施策総合推
進事業の推進

重点 福祉課

地域福祉計画の推
進

重点 福祉課

高齢者等の生活支
援

重点 福祉課

家族介護支援事業
の実施

重点 福祉課

事業概要

老人福祉施設三室園組合との連携により、特に高度な高齢者
福祉サービスを支える養護老人ホームや特別養護老人ホーム
の施設機能サービスの提供を行う。

高齢者の尊厳と自立生活の支援の目的のもと、可能な限り住
み慣れた地域で自分らしいくらしを人生の最後まで続けるこ
とができるよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援
の地域包括ケアシステムの構築を推進する。

総合的な高齢者福祉施策を展開していくため、介護保険事業
計画および高齢者福祉計画を3年ごとに見直しを行い、給付適
正化事業に取り組みながら、介護保険事業の保険給付等を実
施するとともに、事業の円滑な推進をはかる。

環境上の理由および経済的理由により、居宅において養護を
うけることが困難な高齢者の養護老人ホームへの入所を行
う。

高齢者が認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続でき
るよう支援体制の充実をはかる。

介護保険事業計画・高齢者福祉計画・障害者福祉計画などの
各計画と連携し、地域福祉の推進に関する事項を定めた地域
福祉計画の進捗管理を行うなかで、地域福祉に関する施策を
総合的・計画的にすすめる。

ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯等の生活支援や自立支援、
安否確認等を行うため、各種サービスを提供する。

誰もが住み慣れた地域でくらし続けることができるよう、在
宅で介護を受けられる環境の整備と情報提供に努め、高齢者
等の安定した生活支援に取り組む。
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基本目標 ４　誰もが健やかに生き生きとくらせるまちにします

基本施策 12　高齢者の福祉・介護の充実

施　策 ２　地域包括ケアシステムの構築

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

外出が困難な高齢
者等への住民票等
の宅配サービス

重点 住民課

地域福祉活動の充
実

福祉課

介護予防・日常生
活支援総合事業の
実施

重点 福祉課

在宅医療・介護連
携の推進

重点 福祉課

生活支援体制整備
事業の推進

重点 福祉課

介護予防普及啓発
事業

重点 福祉課

社会福祉協議会と
の連携

福祉課

地域包括支援セン
ターの運営

重点 福祉課

介護人材の確保 重点 福祉課

民生委員活動の支援、小地域福祉会や各種ボランティア団体
の支援、生活福祉資金の貸付などの社会福祉事業を実施する
社会福祉協議会との連携により、誰もが温かいふれあいの中
で、自立した生活がおくれるよう、地域ぐるみでの福祉活動
をすすめるため、社会福祉協議会に対し補助金を交付する。

高齢者に対する総合的な支援やケアマネジャーへの支援、並
びに要支援者や事業対象者に対するケアマネジメントなど、
地域に根ざした保健・医療・福祉・介護の向上をはかる拠点
として地域包括支援センターを運営する。

高齢化の進展や介護ニーズの増加にともない、増大する介護
職員の需要に対して、必要な量と質の労働力を確保していく
ための取組みを行う。

一人で外出することが困難な高齢者等への支援として、住民
票の写し等証明書を自宅等まで宅配する。

地域ぐるみの福祉活動を推進するため、老人クラブ連合会、
民生委員、通いの場（居場所）での介護予防事業などの活動
に対して、助成や支援等を行い、連携の強化に努め、地域福
祉活動の充実をはかる。

要支援者等に対する効果的・効率的支援に加え、地域での支
え合いの体制整備等を推進する。

安心して在宅療養が受けられるよう普及啓発に取り組むとと
もに、入院による急性期の治療から、リハビリテーションを
含めた退院後の在宅療養への円滑な移行を行うため、医療と
介護の連携のしくみを構築し、在宅医療の充実に努める。

居場所づくり、見守り、外出支援などの多様な生活支援サー
ビスを利用できたり、社会参加できるような地域づくりの支
援体制の充実・強化をはかるため、協議体やワーキングチー
ム会議において、地域ニーズの把握や地域資源の発掘、地域
課題の検討を行い、住み慣れた地域で暮らし続けるための支
援体制を整備する。

すべての高齢者を対象に、介護予防の知識の普及・啓発を目
的に健康教育や講演会等を実施するとともに、地域における
団体等と連携しながら健康の保持増進をはかる。

事業概要
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13.障害者福祉の充実 

 

［ 目標とする姿 ］ 

障害の有無にかかわらず健常者と同様の生活と活動（ノーマライゼーション）を行い、

社会から孤立や排除されずに、それぞれの存在と役割を有する（ソーシャルインクルージ

ョン*）のなかで、誰もが身近な地域で心豊かにくらしています。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.地域共生社会の実現にむけた取組みの推進 【6事業】 

２.障害福祉サービスの充実 【3事業】 

３.障害のある子どもへの支援の充実 【4事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

障害者に対する支援についての住民満足度指数 

 

  



基本目標 ４　誰もが健やかに生き生きとくらせるまちにします

基本施策 13　障害者福祉の充実

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

1 維持 箇所

施　策 １　地域共生社会の実現にむけた取組みの推進

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

障害者福祉計画・
障害福祉計画の推
進

福祉課

障害者の社会参加
の促進

福祉課

障害者に対する合
理的配慮等の普及
啓発

福祉課

障害者の就労支援 福祉課

地域活動支援セン
ターの機能強化

福祉課

権利擁護にかかる
相談支援体制の確
立

福祉課高齢者や障害者に対して、斑鳩町社会福祉協議会と連携し、
成年後見人制度や地域福祉権利擁護事業などの周知や相談支
援体制を整える。障害者の高齢化や親亡き後の課題に対応す
るため、成年後見制度の周知をはじめ、権利擁護に関して身
近に相談ができる体制の充実をはかる。

指　標

地域生活支援拠点の設置箇所数

事業概要

本町に住むあらゆる人がふれあい、支えあいながら安心して
地域の中でともにくらし、自分らしく自立した生活ができる
社会の実現をめざすため、「斑鳩町障害者福祉計画」および
「斑鳩町障害福祉計画」を策定し、障害者施策を総合的、計
画的にすすめる。

障害者の社会参加の促進・支援をはかるため、障害者の移動
支援（個別・グループ支援型）、リフト付きバスの運行、手
話通訳者の設置・派遣等の各種事業を行う。

正当な理由なく障害を利用として差別することを禁止する
「不当な差別的取扱い」の禁止や、障害者への「合理的配
慮」の提供について、普及啓発に努める。

障害者優先調達推進法に基づく調達方針を策定し、障害福祉
事業所からの調達をすすめる。また、西和7町障害者等支援協
議会等での広域的な連携をすすめ、事業所への活動機会の提
供や庁内での職場体験を実施する。

地域活動支援センターに通う障害者などに、地域の実情に応
じて創作的活動または生産活動の機会を提供し、社会との交
流を促進するための支援を行う。
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基本目標 ４　誰もが健やかに生き生きとくらせるまちにします

基本施策 13　障害者福祉の充実

施　策 ２　障害福祉サービスの充実

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

障害福祉サービス
の充実

福祉課

地域生活支援拠点
等の運営

福祉課

相談支援の充実 福祉課

施　策 ３　障害のある子どもへの支援の充実

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

療育教室の開催 福祉課

特別支援教育の充
実

再 重点 教委総務課

ペアレントトレー
ニングの実施

重点 福祉課

障害児福祉サービ
ス費の支給

福祉課

特別支援学級等の運営にかかる講師の配置を行うほか、発達
遅滞に不安を抱く保護者の支援のため、就学予定児教育相談
を実施する。また、教育支援委員会において、特別な支援を
必要とする幼児、児童および生徒に関する教育相談および教
育についての指導並びにその後の一貫した支援等を行う。さ
らに、特別支援学級に在籍する児童、生徒の学用品費等につ
いて助成し、保護者の経済的負担の軽減をはかる。

障害や発達の遅れのある児童の保護者を対象に、専門的な知
識を有する講師から、子どもの行動理論や具体的な対応のし
かたを伝え、家庭での児童への関わり方を通じて、児童の健
やかな発達を促す。

施設に通所する障害児について、日常生活における基本的な
動作の指導、知識技術の付与、集団生活の適応訓練を実施す
る。

事業概要

障害があっても社会的に自立した生活をおくれるよう、サー
ビスの質の向上に努める。

障害者が住み慣れた地域で安心してくらせるよう、西和7町の
広域連携により地域生活支援拠点を運営し、機能の強化をは
かる。

地域住民と保健・福祉などのさまざまなサービス事業者や相
談支援事業所との連携により、地域ケア体制づくりをすすめ
る。

事業概要

言語・運動機能等の未発達児が集団活動を通して、子ども同
士の生活に慣れながら、機能の向上、調和的発達を促すた
め、療育教室を開催する。
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14.安定した社会保障制度の運営 

 

［ 目標とする姿 ］ 

健全財政の下、安定的な社会保障制度が運営され、必要とする人が安心して支援を受け

ることができる制度が構築されています。 

子どもから大人、高齢者、障害者など、すべての人が支え合いながら地域で共に生きて

いく「地域共生社会」が形成されています。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.適切かつ健全な社会保障制度の運営 【6事業】 

２.多様なつながりと支え合いによる地域福祉の強化 【6事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

社会保障制度の運営についての住民満足度指数 

 

  



基本目標 ４　誰もが健やかに生き生きとくらせるまちにします

基本施策 14　安定した社会保障制度の運営

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

36.3
（R5法定報告値）

60 ％

施　策 １　適切かつ健全な社会保障制度の運営

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

国民健康保険医療
費の適正化

国保医療課

国民健康保険事業
の健全な事業運営

国保医療課

生活習慣病の発症
と重症化予防

再 重点 健康対策課

後期高齢者医療制
度の充実

国保医療課

医療対策の充実 国保医療課

国民年金制度の普
及・啓発

国保医療課

後期高齢者医療制度に関する周知・広報に努める。また、保
険料の収納率の向上をはかり、安定的なサービスを提供す
る。

各医療費助成制度の対象者に対し、保険診療のうち、自己負
担分を助成する。老人医療費の助成については、対象者に対
し保険診療の自己負担分のうち、後期高齢者医療の一部負担
金を除く額の一部を助成する。また、身体の発達が未熟なま
ま生まれた幼児が、指定養育医療機関において入院治療を受
ける場合、治療に要する医療費のうち自己負担分を除いた医
療費について公費により負担する。

国が行う事務のうち、法定受託事務として、第1号被保険者の
資格関係届、保険料免除申請、学生納付特例申請、年金裁定
請求などの手続きや相談を行う。また、パンフレットや町広
報紙等により納付の促進、免除申請等の周知をはかる。

第3期斑鳩町健康増進計画・第3期斑鳩町食育推進計画に基づ
き、生活習慣病発症および重症化予防やライフステージの特
徴に応じた健康づくりの推進を行うため、保健事業を実施す
る。

指　標

特定健康診査受診率（国民健康保健加入者）

事業概要

医療費の適正化にむけて、本町国保の状況を分析し、県や保
健部門との連携をはかりながら、特定健康診査をはじめ、被
保険者への情報提供および啓発、医療の効率かつ適正な利用
などの取組みをすすめる。

国民健康保険事業の安定的な運営をはかるため、医療費適正
化への取組みおよび収納対策の強化に努める。また、令和6年
度に県内保険税が統一化され、引き続き適正な税率の設定を
行う。
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基本目標 ４　誰もが健やかに生き生きとくらせるまちにします

基本施策 14　安定した社会保障制度の運営

施　策 ２　多様なつながりと支え合いによる地域福祉の強化

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

生活困窮世帯に対
する相談の実施

福祉課

重層的支援体制の
構築

福祉課

地域福祉計画の推
進

再 重点 福祉課

地域福祉活動の充
実

再 福祉課

社会福祉協議会と
の連携

再 福祉課

住民の福祉活動へ
の支援

再 福祉課

介護保険事業計画・高齢者福祉計画・障害者福祉計画などの
各計画と連携し、地域福祉の推進に関する事項を定めた地域
福祉計画の進捗管理を行うなかで、地域福祉に関する施策を
総合的・計画的にすすめる。

地域ぐるみの福祉活動を推進するため、老人クラブ連合会、
民生委員、通いの場（居場所）での介護予防事業などの活動
に対して、助成や支援等を行い、連携の強化に努め、地域福
祉活動の充実をはかる。

民生委員活動の支援、小地域福祉会や各種ボランティア団体
の支援、生活福祉資金の貸付などの社会福祉事業を実施する
社会福祉協議会との連携により、誰もが温かいふれあいの中
で、自立した生活がおくれるよう、地域ぐるみでの福祉活動
をすすめるため、社会福祉協議会に対し補助金を交付する。

社会福祉協議会を通してボランティアの活動の助成を行う。
療育教室において退室した父母を中心にボランティアで協力
いただく。
介護予防教室においてもボランティアが活動しやすい環境を
整える。
手話奉仕員養成講座および要約筆記者体験講座を社会福祉協
議会に委託して開催する。

事業概要

生活困窮世帯に対する相談を実施し、生活保護法や生活困窮
者自立支援法等に基づいた支援への連携を行う。

制度や分野の縦割りの解消にむけた推進体制の構築をすすめ
るため、社会福祉協議会内にＣＳＷ（コミュニティソーシャ
ルワーカー）を配置し、制度の狭間にいる人に必要なサービ
スへつなぐための包括的支援体制を構築する。
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15.生涯学習・生涯スポーツの推進 

 

［ 目標とする姿 ］ 

住民が主体的にあらゆる機会を通して学び、その学んだ成果を地域づくりに生かし地域

の担い手となる人材が育成されるなど、それぞれの地域で生涯学習が活発に行われていま

す。 

子どもから大人、高齢者、障害者など誰もが、生涯を通じて住民がスポーツに親しみ、

心身とも健康で豊かに生き生きとスポーツを楽しんでいます。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.生涯にわたって学べる環境づくり 【6事業】 

２.生涯スポーツの推進 【7事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

生涯学習や生涯スポーツの取組みについての住民満足度指数 

 

  



基本目標 ４　誰もが健やかに生き生きとくらせるまちにします

基本施策 15　生涯学習・生涯スポーツの推進

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

1,529 向上 人

27 維持 教室

施　策 １　生涯にわたって学べる環境づくり

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

公民館の充実 生涯学習課

生涯学習推進活動
に対する支援

生涯学習課

社会教育の振興 生涯学習課

生涯学習推進計画
の推進

生涯学習課

図書館サービスの
充実

生涯学習課

町立図書館蔵書の
充実

重点 生涯学習課

指　標

マラソン大会の参加者数

公民館教室の開催教室数

事業概要

生きがいづくりや知識・技術の習得をはかるための生涯学習
の機会づくりとして、各公民館において教室・教養講座等を
開催し、技術成果の発表の機会づくりの充実をはかる。

地区住民の学習の機会と学習意欲・連帯意識の向上をはかる
とともに、地域力の醸成を推進するため、自治会で実施する
生涯学習活動に対し支援を行う。

社会教育の振興と地域の教育力向上をはかるため、社会教育
委員会議を設置・運営するとともに、公民館等に社会教育指
導員を配置する。

ライフスタイルや価値観の多様化、少子高齢化、高度情報
化、国際化などの時代潮流に対応した生涯学習を推進するた
め、生涯学習推進計画の進捗管理と定期的な見直しを行う。

くらしに役立つ図書館サービスの充実をはかり、住民の課題
解決に対応したレファレンス（調査相談）や講座、行事を行
うとともに、ＩＣＴを活用して情報を提供する機能を持った
図書館をめざす。また、読書活動の推進において、学校など
関係機関との連携をすすめる。

住民ニーズに沿った資料の提供ができるよう、町立図書館、
公民館図書室の蔵書を充実させる。
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基本目標 ４　誰もが健やかに生き生きとくらせるまちにします

基本施策 15　生涯学習・生涯スポーツの推進

施　策 ２　生涯スポーツの推進

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

生涯スポーツ振興
計画の策定

重点 生涯学習課

生涯スポーツ関係
機関との連携

重点 生涯学習課

継続的なスポーツ
参加の促進

重点 生涯学習課

各種スポーツ大会
等の開催

生涯学習課

スポーツ大会参加
に対する支援

生涯学習課

スポーツ人材バン
クの充実

生涯学習課

社会体育施設等の
充実

生涯学習課

スポーツ施設利用に対する支援を行うことで、生涯スポーツ
の振興をはかる。
町外プール利用の支援やあそびの広場、学校体育施設を活用
することで、町民の体力増強及び健康増進をはかるととも
に、子どもたちの体力づくりや子育て世代の交流の場を創設
する。

マラソン大会や国民スポーツ大会などの開催により、町独自
の魅力発信やスポーツの持続的な振興、健康づくりの関心の
向上をはかる。

各種大会に参加される選手に対し、大会での活躍を期待する
とともに、選手に対し、激励を兼ね、助成金の支援を行うこ
とにより、社会体育の振興をはかる。

生涯スポーツの振興をはかるための推進体制の整備として、
指導者や活動を支える人材の育成・確保を行うためのスポー
ツ人材バンクを創設し、制度化することで、指導者の技術、
知識をより広めていく。

住民の健康増進やスポーツ振興をはかる生涯スポーツの拠点
施設として、社会体育施設・設備の充実をすすめる。

総合型地域スポーツクラブ、スポーツ協会、スポーツ推進委
員会と連携をはかり、町の生涯スポーツの振興をはかる。

事業概要

誰もが楽しみながら、体力づくりや健康づくりができるス
ポーツプログラムの提供など、生涯スポーツの推進をはかる
ための「生涯スポーツ振興計画」を策定する。
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基本目標５ つながりを大切にするまちにします 
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16.住民活動と協働の推進 

 

［ 目標とする姿 ］ 

まちへの愛着や誇りを感じて、住民一人ひとりが社会活動や生活の中で培ってきた豊か

な知識や経験等を発揮し、地域の一員として主体的に地域活動を展開しています。 

また、事業者による社会貢献活動が多発化し、多様な担い手による主体的なまちづくり

が行われ、住民・住民団体、事業者および行政の三者協働により、地域課題の解決をはか

っています。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.住民活動の推進によるコミュニティの充実 【19事業】 

２.多様な主体との協働 【2事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

協働の取組みについての住民満足度指数 

 

  



基本目標 ５　つながりを大切にするまちにします

基本施策 16　住民活動と協働の推進

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

47 維持 団体

施　策 １　住民活動の推進によるコミュニティの充実

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

自治会の活性化 総務課

住民の福祉活動へ
の支援

福祉課

自主防災組識等の
設立の促進と活動
支援

再 重点 安全安心課

地域福祉活動の充
実

再 福祉課

地球温暖化対策の
推進

再 環境対策課

地域集会所施設整
備等の支援

総務課

行政出前講座の実
施

総務課

地域ぐるみの福祉活動を推進するため、老人クラブ連合会、
民生委員、通いの場（居場所）での介護予防事業などの活動
に対して、助成や支援等を行い、連携の強化に努め、地域福
祉活動の充実をはかる。

環境保全分野で活動するＮＰＯ・ボランティアの活動を支援
する。また、自然を回復する取組みについても支援を行う。

地域住民の福祉の増進と地域コミュニティの育成をはかるた
め、自治会等が行う地域集会所の整備に対し、地域集会所施
設整備費等補助金を交付する。

住民参加のまちづくりを促進するため、町職員が地域に出向
き、行政出前講座を実施する。

地域における自主防災体制を確立するとともに、地域防災力
の向上にむけ、自主防災組織の活動を支援する。

指　標

住民活動センター登録団体数

事業概要

住民と行政との協働のまちづくりを推進するため、自治会連
合会への支援および自治会への助成を継続して実施し、住民
のコミュニティ活動を支援する。また、広報等を通じて自治
会加入促進をはかるためのＰＲを行う。

社会福祉協議会を通してボランティアの活動の助成を行う。
療育教室において退室した父母を中心にボランティアで協力
いただく。
介護予防教室においてもボランティアが活動しやすい環境を
整える。
手話奉仕員養成講座および要約筆記者体験講座を社会福祉協
議会に委託して開催する。
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基本目標 ５　つながりを大切にするまちにします

基本施策 16　住民活動と協働の推進

施　策 １　住民活動の推進によるコミュニティの充実

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

参加と協働のまち
づくりの推進

再 政策財政課

二十歳のつどいの
開催

生涯学習課

行政情報の効果的
な発信

再 重点 総務課

タウンプロモー
ションホームペー
ジの充実

再 重点 政策財政課

斑鳩の魅力を再発
見できる各種イベ
ントの企画立案・
開催支援

再 重点 地域振興課

友好都市交流の推
進

地域振興課

各種スポーツ大会
等の開催

再 生涯学習課

ふれあい交流セン
ターいきいきの里
の活用

福祉課

生き生きプラザ斑
鳩の活用

再 福祉課

住民の健康づくりやふれあいの場づくりをすすめるため、多
世代間の交流拠点としてふれあい交流センターいきいきの里
の充実を行う。

すべての高齢者を対象に、生き生きプラザ斑鳩を拠点とし介
護予防や認知症予防等の知識の普及・啓発を目的に健康教育
や講演会等を実施し、高齢者の健康の保持増進をはかる。

マラソン大会や国民スポーツ大会などの開催により、町独自
の魅力発信やスポーツの持続的な振興、健康づくりの関心の
向上をはかる。

事業概要

斑鳩町協働のまちづくり条例および斑鳩町協働のまちづくり
指針に基づき、住民活動団体の企画と事業担当課のマッチン
グや、住民活動センターの運営など、住民と行政の協働をす
すめる。

成人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青少年を
祝い励ますため二十歳のつどいを開催する。

住民や事業者等に対し、町行政への関心や理解を深めてもら
うため、広報紙やホームページ、ソーシャルメディア等を活
用して、行政運営の計画や方針、各種行政サービス等の行政
情報を積極的に発信する。

転入・定住を促進するため、町ホームページ「いいまち斑
鳩」において、斑鳩の魅力を広く発信する。

聖徳太子ゆかりのまち、世界遺産法隆寺のあるまちとして、
斑鳩の魅力を再発見できる観光・商工振興の各種イベント
を、関係団体と連携しながら、実施にむけて企画立案し、そ
の開催を支援する。

住民が郷土愛と誇りをもち、斑鳩の良さを再認識できる機会
とするため、友好都市等提携各市町が主催する物産展の出展
をはじめとした交流活動を促進する。
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基本目標 ５　つながりを大切にするまちにします

基本施策 16　住民活動と協働の推進

施　策 １　住民活動の推進によるコミュニティの充実

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

法隆寺ｉセンター
の充実

再 重点 地域振興課

創業支援センター
の運営

再 重点 地域振興課

斑鳩町文化振興セ
ンターの充実

再 生涯学習課

施　策 ２　多様な主体との協働

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

参加と協働のまち
づくりの推進

政策財政課

公民連携等の推進 政策財政課

事業概要

斑鳩町協働のまちづくり条例および斑鳩町協働のまちづくり
指針に基づき、住民活動団体の企画と事業担当課のマッチン
グや、住民活動センターの運営など、住民と行政の協働をす
すめる。

多様化する地域の課題や町民ニーズに対応するため、民間事
業者と積極的に協働し、公民連携による質の高い公共サービ
スの創出に努める。また、官学連携により、豊かな知的資源
や人的資源を幅広い分野で生かす取組みを推進する。

事業概要

奈良県とのまちづくり連携協定に基づき、観光・地域情報発
信の強化をはかるため、法隆寺ｉセンターの設備や機能等の
充実にむけ、引き続き奈良県と協議をすすめる。また、法隆
寺ｉセンターの指定管理者とともに、観光情報発信拠点とし
て、新たな情報発信コンテンツの充実をはかる。

創業希望者等に対するワンストップで行う創業支援の拠点
「斑鳩町創業支援センターふらっぴん♪」の機能充実をはか
り、地域に根差した利用しやすい施設運営を行う。

文化・芸術活動の拠点施設として、斑鳩町文化振興センター
（いかるがホール）の施設・設備の充実をはかる。
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17.男女共同参画社会の推進 

 

［ 目標とする姿 ］ 

社会のあらゆる分野において、性別にかかわらず誰もが互いを尊重し、結婚・出産・子

育て、介護などのライフイベントと仕事を両立しながらキャリアを重ね、個性や能力を発

揮して生き生きと社会で活躍しています。 

また、育児・介護・家事など家庭における役割を性別にかかわらず分かち合うことで、

ワーク・ライフ・バランスを実現しています。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.男女共同参画の意識形成 【2事業】 

２.ワーク・ライフ・バランスの推進 【3事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

男女共同参画、女性活躍推進の取組みについての住民満足度指数 

 

  



基本目標 ５　つながりを大切にするまちにします

基本施策 17　男女共同参画社会の推進

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

34.1 35.0 ％

施　策 １　男女共同参画の意識形成

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

男女共同参画の推
進

重点 政策財政課

婦人会に対する支
援

生涯学習課

施　策 ２　ワーク・ライフ・バランスの推進

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

子ども・子育て支
援事業計画の推進

再 重点 子育て支援課

男女共同参画の推
進

再 重点 政策財政課

女性総合相談の実
施

政策財政課暴力や虐待など、女性に対するさまざまな人権侵害に対して
適切な助言が行えるよう、女性問題に関する専門の総合相談
窓口を設置する。

指　標

審議会等の女性委員の割合

事業概要

男女共同参画社会の実現をめざして、誰もが個性や能力を社
会のあらゆる場面で発揮できるよう、男女双方の意識改革を
促すための啓発活動を行い、さらにワーク・ライフ・バラン
スの推進をはかる。

男女共同参画社会の推進および婦人団体活動の発展のため、
婦人会に対する支援を行う。

事業概要

子どもの健やかな成長、発達を支え、住民の誰もが地域の子
育てに参加できるまちづくりをすすめるため、「第3期子ど
も・子育て支援事業計画」（令和7～11年）を推進する。

男女共同参画社会の実現をめざして、誰もが個性や能力を社
会のあらゆる場面で発揮できるよう、男女双方の意識改革を
促すための啓発活動を行い、さらにワーク・ライフ・バラン
スの推進をはかる。
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18.人権・平和社会・多文化共生 

 

［ 目標とする姿 ］ 

啓発活動や学習などを通じて人権が尊重され、平和社会への意識が高まり、自由平等に

豊かで幸せな生活を送っています。 

国籍や民族の異なる人々が互いの文化的差異を認め合い、国際交流が自然に深められて

いるとともに、外国籍住民も地域社会の一員として溶け込み、安心してくらすことができ

る多文化共生が浸透した地域社会を形成しています。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.人権の擁護と啓発の推進 【8事業】 

２.非核平和の推進 【1事業】 

３.多文化共生の推進 【4事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

人権・平和社会・多文化共生の取組みについての住民満足度指数 

 

  



基本目標 ５　つながりを大切にするまちにします

基本施策 18　人権・平和社会・多文化共生

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

12 維持 回

施　策 １　人権の擁護と啓発の推進

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

小・中学校人権教
育の推進

教委総務課

人権問題職員研修
の実施

住民課

人権教育の推進 生涯学習課

パートナーシッ
プ・ファミリー
シップ宣誓制度の
実施

住民課

人権問題の啓発 住民課

住民相談等の実施 住民課

女性総合相談の実
施

再 政策財政課

権利擁護にかかる
相談支援体制の確
立

再 福祉課

暴力や虐待など、女性に対するさまざまな人権侵害に対して
適切な助言が行えるよう、女性問題に関する専門の総合相談
窓口を設置する。

高齢者や障害者に対して、斑鳩町社会福祉協議会と連携し、
成年後見人制度や地域福祉権利擁護事業などの周知や相談支
援体制を整える。障害者の高齢化や親亡き後の課題に対応す
るため、成年後見制度の周知をはじめ、権利擁護に関して身
近に相談ができる体制の充実をはかる。

住民が抱えている諸問題に対し、問題解決への助言を行うた
め、専門家による無料法律相談・行政相談・人権相談を実施
する。

指　標

人権相談の開催回数

事業概要

「特別の教科　道徳」の授業を通じて、児童、生徒の人権問
題についての理解と認識を深め、心豊かな人間性を育み、集
団や社会とのかかわりについての教育に努める。また、いじ
め問題の対策として、命の大切さ、人の痛みがわかる人権教
育を推進する。

町職員の人権問題に対する資質の向上および人権教育の推進
をはかり、人権問題に対して町全体で取り組むための職員研
修を実施する。

人権教育の推進のため「人権教育セミナー」を年6回開催す
る。

町民一人ひとりが互いの価値観や個性の違いを認め合い、す
べての人の人権が尊重され、多様性が認められる共生社会の
実現をめざすため、パートナーシップ宣誓制度を実施する。
また、パートナーの宣誓をした2人の近親者（子どもや親）を
家族として認める「ファミリーシップ宣誓制度」を導入し、
制度の充実をはかる。

人権思想の普及、人権意識の高揚をはかるため、差別をなく
す町民集会や人権講演会の開催、啓発物品の配付などの街頭
啓発を行う。また、インターネット等による中傷や、ヘイト
スピーチなど新たな人権侵害も生じていることから、社会情
勢に応じた啓発に取り組む。
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基本目標 ５　つながりを大切にするまちにします

基本施策 18　人権・平和社会・多文化共生

施　策 ２　非核平和の推進

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

平和展の開催 生涯学習課

施　策 ３　多文化共生の推進

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

ホームページの多
言語化

総務課

住民相談等の実施 再 住民課

多文化共生のため
のイベント等の実
施

地域振興課

グローバル化に対
応した教育の充実

再 重点 教委総務課

町内在住の外国人の方への行政サービス等の情報提供の充実
をはかるため、ホームページに掲載している情報を多言語化
して提供する。

住民が抱えている諸問題に対し、問題解決への助言を行うた
め、専門家による無料法律相談・行政相談・人権相談を実施
する。

町内で開催される各種イベント等の機会を利用して、異なる
文化背景を持つ人同士が互いを理解・尊重し、共生できる地
域社会の実現のために、興味や関心が高まるような取組みを
行う。

ＡＬＴの全小学校への配置や小中連携教育により、児童・生
徒の英語や異文化への興味・関心を高める。また、中学校卒
業時に英語検定3級程度に到達できる英語能力の修得を目標と
して、教員の授業改革や教育指導の充実に取り組む。

事業概要

住民一人ひとりが平和の尊さを改めて考える機会として、町
立図書館で関連資料の展示を行う。

事業概要
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基本目標６ 魅力に満ちた活力あるまちにします 
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19.観光まちづくりの推進 

 

［ 目標とする姿 ］ 

豊かな自然と世界遺産をはじめとする悠久の歴史・文化など、訪日外国人等が本町での

観光を満喫するとともに、観光産業の振興によって地域産業も活性化されています。 

さらに、国内外の来訪者との交流を通じて本町でくらすことに誇りを感じ、まちへの愛

着を深めています。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.地域ぐるみの観光ブランド力の強化 【17事業】 

２.観光コンテンツの充実 【7事業】 

３.発信力の充実による誘客 【8事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

観光まちづくりの取組みについての住民満足度指数 

 

  



基本目標 ６　魅力に満ちた活力あるまちにします

基本施策 19　観光まちづくりの推進

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

宿泊 21,300
日帰り 3,100
（R5推定値）

宿泊 31,000
日帰り 6,000

円/人

65,958 90,700 人

施　策 １　地域ぐるみの観光ブランド力の強化

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

「斑鳩町観光戦
略」に基づく持続
可能な観光まちづ
くりの推進

重点 地域振興課

（仮称）観光振興
協会への支援

重点 地域振興課

斑鳩の魅力を再発
見できる各種イベ
ントの企画立案・
開催支援

再 重点 地域振興課

住民参加による文
化財の保存・活用

再 重点 地域振興課

斑鳩町文化財保存
活用地域計画の策
定

再 重点 地域振興課

史跡中宮寺跡の保
存・活用

再 重点 地域振興課

史跡藤ノ木古墳の
保存・活用

再 重点 地域振興課

斑鳩ビュースポッ
トの選定

再 重点 都市創生課

指　標

一人あたりの観光消費額
（斑鳩町観光戦略・奈良県観光客動態調査・奈良県観光
戦略本部）

ｉセンターの観光客利用人数

事業概要

斑鳩町観光戦略を観光庁「日本版持続可能な観光ガイドライ
ン」に基づいた内容に見直し、経済的効果だけでなく、地域
の文化・環境・住民と調和のとれた持続可能な観光まちづく
りをすすめる。また、「斑鳩町観光推進連絡調整会議」等の
機会に観光関連団体と情報共有し、連携しながら、総合的か
つ計画的に観光施策をすすめる。

法隆寺ｉセンターの指定管理者と町が主体となって設立する
公益性の高い組織「（仮称）観光振興協会」への支援を行
い、民間活力による持続可能な観光客誘致を推進する。

聖徳太子ゆかりのまち、世界遺産法隆寺のあるまちとして、
斑鳩の魅力を再発見できる観光・商工振興の各種イベント
を、関係団体と連携しながら、実施にむけて企画立案し、そ
の開催を支援する。

斑鳩文化財センターの運営や史跡藤ノ木古墳、史跡中宮寺跡
等の維持管理などにボランティアの協力を得るなど、住民と
行政との協働により、町内の文化財の保存と活用をはかる。

町内所在の文化財の保存をはかるとともに、歴史文化を生か
した観光振興など、施策の展開をはかるため、斑鳩町文化財
保存活用地域計画の策定に向けた調査・研究を行う。

史跡中宮寺跡歴史公園を住民に親しまれる公園として適切な
維持管理を行うとともに、歴史を身近に感じられる観光資源
として各種イベントに積極的に活用する。また、地元住民の
憩いの場となるよう、利便性と魅力度の向上に取り組み、駐
車場整備等の施設機能の充実をはかる。

日本国内のみならず世界においても貴重な文化財である藤ノ
木古墳について、各団体等と協働で古墳の維持管理に努め
る。また、藤ノ木古墳の石室内を体感できる機会として、限
定的に石室を特別公開する。

観光部門、文化財活用部門等とも連携しながら、斑鳩の里の
眺望が楽しめる斑鳩ビュースポットを選定し、観光マップへ
掲載する等の活用をはかる。
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基本目標 ６　魅力に満ちた活力あるまちにします

基本施策 19　観光まちづくりの推進

施　策 １　地域ぐるみの観光ブランド力の強化

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

観光集客拠点の整
備支援

再 重点 地域振興課

宿泊施設の利用促
進

再 重点 地域振興課

歴史まちづくり計
画の推進

重点 都市創生課

回遊型まちなか観
光の推進

再 重点 地域振興課

斑鳩ブランドの商
品開発・販売促進

再 重点 地域振興課

特産農産物の流通
促進

再 重点 建設農林課

観光情報発信の充
実

再 重点 地域振興課

周辺観光地や友好
都市、各種交流都
市等との広域観光
連携の促進

重点 地域振興課隣接する自治体、周辺の観光地や友好都市、各種交流都市等
との連携を強化し、観光イベントや観光プロモーションの広
域化とネットワーク化をはかる。

民間事業者によるまちあるき拠点の整備を支援するととも
に、民間事業者が参入しやすい環境づくりや制度設計につい
て、調査・研究をすすめる。

新たに開業する宿泊施設の利用率を高め、観光客により長く
滞在してもらえるように、観光客の誘致・送客を活発化させ
る観光コンテンツの充実をはかるとともに、「夜と朝のまち
あるき観光」の創出をすすめる。

「文化財行政」と「まちづくり行政」が連携した、歴史まち
づくりを実現するため、実施管理計画を着実かつ円滑にすす
める。また、電柱類の景観改善や、歴史的風致形成建造物等
の指定を行うなど、歴史・観光まちづくりへの活用をはか
る。

法起寺や法輪寺、竜田公園などの町内全域の観光スポットを
含めた回遊性の向上と奈良市内との交通アクセス等につい
て、県とも連携しながら充実をはかる。

活力ある地元商業の確立をめざし、斑鳩ブランドの商品数を
増やすとともに、取扱店舗の増加、ＰＲ方法の強化などを目
的に、新たな手法の調査・研究をすすめる。

町内各所にある農産物直売所の情報を集約し、町内外に発信
することで、地元農産物の流通促進に努める。

従来の観光パンフレットや観光案内サインの継続的な更新、
多言語化に加えて、観光ＤＸを活用した観光ガイドアプリや
デジタルサイネージ、ＳＮＳ戦略の強化等により、観光案内
や文化財等の情報提供の充実をすすめる。

事業概要
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基本目標 ６　魅力に満ちた活力あるまちにします

基本施策 19　観光まちづくりの推進

施　策 ２　観光コンテンツの充実

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

歴史、文化を生か
した体験交流の充
実や旅行商品の企
画・造成・販売促
進

重点 地域振興課

観光情報発信の充
実

再 重点 地域振興課

斑鳩ビュースポッ
トの選定

重点 都市創生課

観光集客拠点の整
備支援

重点 地域振興課

宿泊施設の利用促
進

重点 地域振興課

回遊型まちなか観
光の推進

重点 地域振興課

周辺観光地や友好
都市、各種交流都
市等との広域観光
連携の促進

再 重点 地域振興課

事業概要

斑鳩町の歴史・文化を生かした参加型・体験型プログラムの
拡充と旅行商品の造成をすすめ、滞在コンテンツの充実をは
かる。
また、観光地域づくり法人（地域ＤＭＯ）や法隆寺ｉセン
ターの指定管理者、商工会等と連携し、モニターツアーや観
光商談会を通じて、積極的かつ幅広なＰＲ活動を行う。

従来の観光パンフレットや観光案内サインの継続的な更新、
多言語化に加えて、観光ＤＸを活用した観光ガイドアプリや
デジタルサイネージ、ＳＮＳ戦略の強化等により、観光案内
や文化財等の情報提供の充実をすすめる。

観光部門、文化財活用部門等とも連携しながら、斑鳩の里の
眺望が楽しめる斑鳩ビュースポットを選定し、観光マップへ
掲載する等の活用をはかる。

民間事業者によるまちあるき拠点の整備を支援するととも
に、民間事業者が参入しやすい環境づくりや制度設計につい
て、調査・研究をすすめる。

新たに開業する宿泊施設の利用率を高め、観光客により長く
滞在してもらえるように、観光客の誘致・送客を活発化させ
る観光コンテンツの充実をはかるとともに、「夜と朝のまち
あるき観光」の創出をすすめる。

法起寺や法輪寺、竜田公園などの町内全域の観光スポットを
含めた回遊性の向上と奈良市内との交通アクセス等につい
て、県とも連携しながら充実をはかる。

隣接する自治体、周辺の観光地や友好都市、各種交流都市等
との連携を強化し、観光イベントや観光プロモーションの広
域化とネットワーク化をはかる。
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基本目標 ６　魅力に満ちた活力あるまちにします

基本施策 19　観光まちづくりの推進

施　策 ３　発信力の充実による誘客

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

旅マエ・旅ナカ・
旅アトの戦略的プ
ロモーションの実
施

重点 地域振興課

外国人にむけた観
光・地域情報の発
信強化

重点 地域振興課

斑鳩の魅力を再発
見できる各種イベ
ントの企画立案・
開催支援

重点 地域振興課

法隆寺ｉセンター
の充実

重点 地域振興課

観光情報発信の充
実

重点 地域振興課

聖徳太子歴史資料
室の充実

再 重点 生涯学習課

観光ボランティア
ガイドの育成

地域振興課

「斑鳩町観光戦
略」に基づく持続
可能な観光まちづ
くりの推進

再 重点 地域振興課

聖徳太子ゆかりのまち、世界遺産法隆寺のあるまちとして、
斑鳩の魅力を再発見できる観光・商工振興の各種イベント
を、関係団体と連携しながら、実施にむけて企画立案し、そ
の開催を支援する。

事業概要

観光地域づくり法人（地域ＤＭＯ)やＪＮＴＯ（日本政府観光
局）等と連携し、効果的なＳＮＳ等の情報発信の検討・充実
をはかる。また、インバウンド誘客のための、海外むけのデ
ジタルプロモーション等の幅広い展開をすすめる。

外国語ホームページを時流に沿った内容更新等の充実に加
え、町や法隆寺ｉセンターの指定管理者によるＳＮＳによる
情報発信も積極的に連動・展開する。

奈良県とのまちづくり連携協定に基づき、観光・地域情報発
信の強化をはかるため、法隆寺ｉセンターの設備や機能等の
充実にむけ、引き続き奈良県と協議をすすめる。また、法隆
寺ｉセンターの指定管理者とともに、観光情報発信拠点とし
て、新たな情報発信コンテンツの充実をはかる。

従来の観光パンフレットや観光案内サインの継続的な更新、
多言語化に加えて、観光ＤＸを活用した観光ガイドアプリや
デジタルサイネージ、ＳＮＳ戦略の強化等により、観光案内
や文化財等の情報提供の充実をすすめる。

斑鳩・聖徳太子に関係する地域資料を収集、整理し、利用に
供し、関心を持つ方へ聖徳太子歴史資料室の情報を提供する
とともに、地域資料に関する調査・相談業務を行う。また、
資料への理解を深めるための講座や、斑鳩の古写真とそれに
関する情報を収集するためのワークショップを行う。

法隆寺ｉセンターの指定管理者とともに、観光客の受け入れ
体制の充実をはかるため、斑鳩の里観光ボランティアの会お
よび斑鳩アイセスＳＧＧの活動を支援する。また、多様な
ニーズに対応するため、有償対応可能な専門性を持った質の
高い観光ガイドの育成支援・活用に取り組む。

斑鳩町観光戦略を観光庁「日本版持続可能な観光ガイドライ
ン」に基づいた内容に見直し、経済的効果だけでなく、地域
の文化・環境・住民と調和のとれた持続可能な観光まちづく
りをすすめる。また、「斑鳩町観光推進連絡調整会議」等の
機会に観光関連団体と情報共有し、連携しながら、総合的か
つ計画的に観光施策をすすめる。
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20.商工業の振興 

 

［ 目標とする姿 ］ 

感染症等による不測の事態にも対応できる柔軟な体制を整えた経済の持続可能な発展が

実現し、中小企業をはじめとする地域経済の担い手が成長することにより、本町の商工業

が持続的に活性化しています。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.活力ある商工業の振興 【10事業】 

２. 新産業の創出、起業支援 【6事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

商工業の振興についての住民満足度指数 

 

  



基本目標 ６　魅力に満ちた活力あるまちにします

基本施策 20　商工業の振興

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

17 30 件

25 40 件

施　策 １　活力ある商工業の振興

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

斑鳩ブランドの商
品開発・販売促進

重点 地域振興課

ふるさと納税のお
礼の品を活用した
地域特産品のＰＲ

重点 政策財政課

商店街の活性化 地域振興課

商工業の振興 重点 地域振興課

民間事業所の持続
可能な経営モデル
の構築

重点 地域振興課

斑鳩の里・農と食
の活性化プロジェ
クトの推進

再 重点 建設農林課

中小企業等事業者
の創業・成長支援

重点 地域振興課

商工業者への情報
提供の充実

地域振興課

指　標

認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの
証明書発行件数（延べ数）

起業者数（延べ数）（行政機関の補助金を活用し新規事
業所を開設および起業したもの）

事業概要

活力ある地元商業の確立をめざし、斑鳩ブランドの商品数を
増やすとともに、取扱店舗の増加、ＰＲ方法の強化などを目
的に、新たな手法の調査・研究をすすめる。

町外在住者からのふるさと納税に対するお礼の品で、地域の
特産品を贈ることにより、その良さをＰＲし、販路開拓をす
すめる。

商店街自らが地域の関係者と連携しながら、その魅力や特徴
を生かしたイベント開催等の取組みを支援し、商店街を含む
地域全体の持続可能な発展を推進する。

商工会運営への継続的支援に加え、商工業の経営者に対する
相談指導体制の充実や新規創業者や若手経営者の育成をすす
める。

産官金学の連携をすすめ、民間事業所が新規創業をしやすい
環境づくりと持続可能な経営のための各種支援を行う。

斑鳩の里・農と食の活性化プロジェクト推進委員会におい
て、地域特産農作物などの開発、調査研究を行い、関係機関
と連携して食育の推進をはかるイベントを行う。

町の創業支援等事業計画に基づき、創業希望者等の発掘・育
成、専門家による指導、経営セミナー開催等を実施し、ま
た、商工会や金融機関、県、信用保証協会等と連携しなが
ら、創業希望者を対象とした町の創業支援補助金制度や債務
保証料補給制度、先端設備等導入支援などを行い、地域経済
の活性化や雇用環境の充実をはかる。

商工会との連携をはじめとした、創業支援事業計画に基づ
き、各種支援制度などの情報を提供することにより、町内企
業の経営を支援する。
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基本目標 ６　魅力に満ちた活力あるまちにします

基本施策 20　商工業の振興

施　策 １　活力ある商工業の振興

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

良好な市街地の形
成

再 重点 都市創生課

事業の共同化・協
業化の支援

重点 地域振興課

施　策 ２　新産業の創出、起業支援

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

創業支援センター
の運営

重点 地域振興課

空き店舗の活用 重点 地域振興課

中小企業等事業者
の創業・成長支援

再 重点 地域振興課

生活拠点づくりの
計画推進

再 都市創生課

商工業の振興 再 重点 地域振興課

商店街の活性化 再 地域振興課

商工会運営への継続的支援に加え、商工業の経営者に対する
相談指導体制の充実や新規創業者や若手経営者の育成をすす
める。

商店街自らが地域の関係者と連携しながら、その魅力や特徴
を生かしたイベント開催等の取組みを支援し、商店街を含む
地域全体の持続可能な発展を推進する。

商工会、斑鳩ブランド創造協議会等と連携し、斑鳩町の商工
業の生産性の向上をはかるとともに、事業の共同化・協業化
等をすすめ、特産品の共同開発や市場・新製品の開拓を促進
する。

事業概要

創業希望者等に対するワンストップで行う創業支援の拠点
「斑鳩町創業支援センターふらっぴん♪」の機能充実をはか
り、地域に根差した利用しやすい施設運営を行う。

産官金学の連携により、民間事業所と空き家や空き店舗等と
のマッチングを行う。また、空き家への転入や空き店舗の活
用にむけて、先進地等の事例や動向を注視し、調査・研究を
行う。

町の創業支援等事業計画に基づき、創業希望者等の発掘・育
成、専門家による指導、経営セミナー開催等を実施し、ま
た、商工会や金融機関、県、信用保証協会等と連携しなが
ら、創業希望者を対象とした町の創業支援補助金制度や債務
保証料補給制度、先端設備等導入支援などを行い、地域経済
の活性化や雇用環境の充実をはかる。

都市再生特別措置法に基づき立地適正化計画等を策定・運用
し、生活拠点となる地域の土地利用や都市機能の配置方針を
整理することで、持続可能でバランスのとれた都市構造の形
成を推進する。

事業概要

開発行為や建築行為に対し、都市計画法、建築基準法、開発
指導要綱等に基づく行政指導を行うことにより、良好な都市
環境の形成と秩序あるまちづくりの実現をはかる。
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21.農業の活性化 

 

［ 目標とする姿 ］ 

安全で安心な地場産品の充実などにより、農業が活性化し、自給率が向上し、地産地消

*がすすんでいます。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.生産基盤の整備促進 【9事業】 

２.地産地消の推進 【7事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

農業の振興についての住民満足度指数 

 

  



基本目標 ６　魅力に満ちた活力あるまちにします

基本施策 21　農業の活性化

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

170,442 減少 ㎡

5 維持 箇所

施　策 １　生産基盤の整備促進

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

農地基本台帳の整
備

建設農林課

農業施設の総合
的・計画的な整備

建設農林課

有害鳥獣の駆除 建設農林課

農地流動化の推進 重点 建設農林課

農作業受委託シス
テムの推進

重点 建設農林課

特産農産物の流通
促進

再 重点 建設農林課

新規就農者の育成
等担い手の確保

重点 建設農林課

農業への関心を深
める取組みの充実

再 重点 建設農林課

遊休農地の活用 再 重点 建設農林課

高齢農家をはじめとする農業者の連帯を強め、農業経営を維
持するため、農家・農協・行政の連携による集落営農や農作
業受委託システムなど相互扶助体制の確立に努める。

町内各所にある農産物直売所の情報を集約し、町内外に発信
することで、地元農産物の流通促進に努める。

農業団体等への支援や就農の魅力のＰＲにより、非農家が農
業に触れる機会を増やし、農業の裾野を広げることで、新規
就農者の育成や担い手の確保、認定農業者制度の普及促進に
取り組む。 

産業まつり、直売所、栽培サポーター制度などを通じて、消
費者との交流を深めながら、住民の地元農業への関心を深め
る。

遊休農地などを活用して、レクリエーションやコミュニティ
の場となる貸農園や体験農園を開設し、住民が農業にふれる
機会づくりに努める。

安定した農業経営を維持するため、農地中間管理機構などを
利用し農地の流動化に努める。

指　標

遊休農地の状況

農業体験学習箇所数

事業概要

農地・農家台帳の電算システムである農地台帳公開システム
について、毎年度データ突合処理を行い、保守点検を含めた
データの更新を実施する。

ほ場整備、農道、用排水路、ため池など農業土地基盤の総合
的・計画的な整備をすすめる。耐震診断により整備が必要と
なったため池は、国の補助を活用しながら、地元、水利組合
等と調整し、補強などの整備を計画的にすすめる。

有害鳥獣による農作物への被害防止のため、猟友会の協力を
得て有害鳥獣の駆除を行う。
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基本目標 ６　魅力に満ちた活力あるまちにします

基本施策 21　農業の活性化

施　策 ２　地産地消の推進

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

特産農産物の流通
促進

重点 建設農林課

食育の推進 重点 建設農林課

農業への関心を深
める取組みの充実

重点 建設農林課

遊休農地の活用 重点 建設農林課

斑鳩の里・農と食
の活性化プロジェ
クトの推進

重点 建設農林課

農地空間の保全と
活用

建設農林課

景観形成作物の普
及

再 都市創生課

持続可能な農地空間を確保するため、農地の適切な保全と地
域資源としての有効活用を検討する。

自然、田園、歴史の景観が一体となった地域において、訪れ
る人だけでなく、住む人にも潤いと安らぎが感じられ、ま
た、休耕地の有効な活用をはかることを目的に、景観形成作
物の栽培を実施する。

事業概要

町内各所にある農産物直売所の情報を集約し、町内外に発信
することで、地元農産物の流通促進に努める。

学校教育との連携により、農業体験学習の場の提供と学校給
食への収穫物の活用など、農業への関心や理解を深める。

産業まつり、直売所、栽培サポーター制度などを通じて、消
費者との交流を深めながら、住民の地元農業への関心を深め
る。

遊休農地などを活用して、レクリエーションやコミュニティ
の場となる貸農園や体験農園を開設し、住民が農業にふれる
機会づくりに努める。

斑鳩の里・農と食の活性化プロジェクト推進委員会におい
て、地域特産農作物などの開発、調査研究を行い、関係機関
と連携して食育の推進をはかるイベントを行う。
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基本目標７ 悠久の歴史と文化、自然を大切にするまちにします 
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22.歴史・文化遺産の保全と活用 

 

［ 目標とする姿 ］ 

歴史・文化遺産が保存・継承され、住民や来訪者が文化や伝統に触れることができる環

境が形成されています。 

そして、貴重な歴史・文化遺産のなかでくらすことに誇りを感じ、まちへの愛着を深め

ています。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.歴史文化資源の保全 【8事業】 

２.歴史文化資源の「魅力」の発信 【15事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

歴史・文化資源の振興についての住民満足度指数 

 

  



基本目標 ７　悠久の歴史と文化、自然を大切にするまちにします

基本施策 22　歴史・文化遺産の保全と活用

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

8,129 向上 人

2 2 回

施　策 １　歴史文化資源の保全

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

発掘調査の実施 地域振興課

文化財調査報告書
の作成

地域振興課

町指定文化財候補
の調査

地域振興課

文化財の啓発 地域振興課

歴史まちづくり計
画の推進

再 重点 都市創生課

景観計画の推進 再 重点 都市創生課

町並み景観形成の
推進

都市創生課

住民参加による文
化財の保存・活用

重点 地域振興課

文化財保護審議会の指導のもと、町内で保存・継承されてき
た古文書、美術工芸品、考古資料、遺跡などの文化財につい
て、指定文化財の候補となる文化財の調査をすすめる。

町内の文化財をはじめ、その重要性や貴重さを再認識する
きっかけとなるよう、斑鳩文化財センター内の展示等の充実
をはかり、また、民間企業や関係団体と連携しながら、講演
会やシンポジウムなどを開催する。

「文化財行政」と「まちづくり行政」が連携した、歴史まち
づくりを実現するため、実施管理計画を着実かつ円滑にすす
める。また、電柱類の景観改善や、歴史的風致形成建造物等
の指定を行うなど、歴史・観光まちづくりへの活用をはか
る。

景観計画および景観条例の適切な運用により、町全域の景観
区域と幹線道路沿道などの重点景観形成区域において良好な
景観を形成する。また、農業、商工業、観光との連携をはか
るとともに、景観まちづくりに取り組む住民活動を支援し、
官民協働による斑鳩の里の景観の保全と創出に努める。

歴史的風致維持向上計画の着実な推進にむけて、歴史的な町
並みを維持しながら周囲と調和した修景整備をすすめる。
法隆寺門前広場について、世界遺産法隆寺のバッファゾーン
として、魅力ある広場に再整備を行う。

斑鳩文化財センターの運営や史跡藤ノ木古墳、史跡中宮寺跡
等の維持管理などにボランティアの協力を得るなど、住民と
行政との協働により、町内の文化財の保存と活用をはかる。

埋蔵文化財等の調査にともない出土した遺物の整理作業を行
い、調査成果等の情報共有をはかるため、発掘調査報告書と
してとりまとめを行う。

指　標

文化財活用センター来館者数

文化財展示会の開催

事業概要

町内に所在する埋蔵文化財が適切に保存されるように、遺跡
内における開発等に先立ち発掘調査を実施する。また、町内
に所在する重要遺跡の確認調査を行う。
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基本目標 ７　悠久の歴史と文化、自然を大切にするまちにします

基本施策 22　歴史・文化遺産の保全と活用

施　策 ２　歴史文化資源の「魅力」の発信

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

町並み景観形成の
推進

再 都市創生課

斑鳩町文化財保存
活用地域計画の策
定

重点 地域振興課

史跡中宮寺跡の保
存・活用

重点 地域振興課

斑鳩文化財セン
ターの運営

重点 地域振興課

聖徳太子歴史資料
室の充実

重点 生涯学習課

法隆寺ｉセンター
の充実

再 重点 地域振興課

先端情報技術を活
用した文化財の情
報発信

重点 地域振興課

「斑鳩町史」の改
訂

重点 地域振興課

斑鳩・聖徳太子に関係する地域資料を収集、整理し、利用に
供し、関心を持つ方へ聖徳太子歴史資料室の情報を提供する
とともに、地域資料に関する調査・相談業務を行う。また、
資料への理解を深めるための講座や、斑鳩の古写真とそれに
関する情報を収集するためのワークショップを行う。

奈良県とのまちづくり連携協定に基づき、観光・地域情報発
信の強化をはかるため、法隆寺ｉセンターの設備や機能等の
充実にむけ、引き続き奈良県と協議をすすめる。また、法隆
寺ｉセンターの指定管理者とともに、観光情報発信拠点とし
て、新たな情報発信コンテンツの充実をはかる。

町のホームページやＳＮＳなどを活用し、より幅広い世代に
斑鳩の文化財の魅力的な情報発信を行うとともに、先端映像
技術を活用した文化財の多様な情報発信を行う。

編さん委員会を開催し、町史の改訂に必要な史料の調査･整
理、執筆に取り組み、発刊事務をすすめる。また、発刊後
は、町史の販売にむけて、新刊内容のＰＲに努め、広く販売
促進をはかる。

史跡藤ノ木古墳のガイダンス機能を中心に、斑鳩の歴史・文
化の調査・研究および情報の発信拠点として、斑鳩文化財セ
ンターの運営を行う。

事業概要

歴史的風致維持向上計画の着実な推進にむけて、歴史的な町
並みを維持しながら周囲と調和した修景整備をすすめる。
法隆寺門前広場について、世界遺産法隆寺のバッファゾーン
として、魅力ある広場に再整備を行う。

町内所在の文化財の保存をはかるとともに、歴史文化を生か
した観光振興など、施策の展開をはかるため、斑鳩町文化財
保存活用地域計画の策定に向けた調査・研究を行う。

史跡中宮寺跡歴史公園を住民に親しまれる公園として適切な
維持管理を行うとともに、歴史を身近に感じられる観光資源
として各種イベントに積極的に活用する。また、地元住民の
憩いの場となるよう、利便性と魅力度の向上に取り組み、駐
車場整備等の施設機能の充実をはかる。
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基本目標 ７　悠久の歴史と文化、自然を大切にするまちにします

基本施策 22　歴史・文化遺産の保全と活用

施　策 ２　歴史文化資源の「魅力」の発信

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

行政情報の効果的
な発信

再 重点 総務課

タウンプロモー
ションホームペー
ジの充実

再 重点 政策財政課

史跡藤ノ木古墳の
保存・活用

重点 地域振興課

考古学にふれあう
機会づくりの推進

重点 地域振興課

法隆寺ゆかりの都
市文化交流事業の
実施

重点 地域振興課

斑鳩の魅力を再発
見できる各種イベ
ントの企画立案・
開催支援

再 重点 地域振興課

文化・芸術にふれ
る機会の充実

再 重点 生涯学習課各種文化芸術にかかる支援やイベントの開催を通じて、住民
の芸術に対する関心と技術の向上をはかるとともに、文化芸
術にふれる機会を充実させる。

事業概要

住民や事業者等に対し、町行政への関心や理解を深めてもら
うため、広報紙やホームページ、ソーシャルメディア等を活
用して、行政運営の計画や方針、各種行政サービス等の行政
情報を積極的に発信する。

転入・定住を促進するため、町ホームページ「いいまち斑
鳩」において、斑鳩の魅力を広く発信する。

日本国内のみならず世界においても貴重な文化財である藤ノ
木古墳について、各団体等と協働で古墳の維持管理に努め
る。また、藤ノ木古墳の石室内を体感できる機会として、限
定的に石室を特別公開する。

斑鳩をはじめ、日本の歴史や文化に興味を持ち、学ぶきっか
けになるよう、考古学にふれることができる講座等を、小学
生や大人の対象ごとに内容を工夫して開催する。

法隆寺ゆかりの都市である4市（小田原市・姫路市・高崎市・
朝来市）と本町で、それぞれの地域の歴史や文化について理
解を深めるための交流事業を行う。

聖徳太子ゆかりのまち、世界遺産法隆寺のあるまちとして、
斑鳩の魅力を再発見できる観光・商工振興の各種イベント
を、関係団体と連携しながら、実施にむけて企画立案し、そ
の開催を支援する。
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23.文化・芸術の振興 

 

［ 目標とする姿 ］ 

住民の多種多様な文化活動や、個性豊かな地域づくりの実践により、文化が薫る豊かな

まちが形成されています。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.文化・芸術に親しめる環境づくり 【3事業】 

２.文化・芸術活動の支援 【4事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

文化・芸術の振興についての住民満足度指数 

 

  



基本目標 ７　悠久の歴史と文化、自然を大切にするまちにします

基本施策 23　文化・芸術の振興

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

1,575 維持 人

施　策 １　文化・芸術に親しめる環境づくり

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

文化・芸術にふれ
る機会の充実

重点 生涯学習課

公民館の充実 再 生涯学習課

斑鳩町文化振興セ
ンターの充実

生涯学習課

施　策 ２　文化・芸術活動の支援

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

文化振興活動の育
成支援

生涯学習課

文化・芸術にふれ
る機会の充実

再 重点 生涯学習課

公民館の充実 再 生涯学習課

文化・芸術活動の
情報提供の充実

生涯学習課

事業概要

文化芸術の創造・普及等の文化活動を行うために新たに設立
された団体の活動支援を行う。

各種文化芸術にかかる支援やイベントの開催を通じて、住民
の芸術に対する関心と技術の向上をはかるとともに、文化芸
術にふれる機会を充実させる。

生きがいづくりや知識・技術の習得をはかるための生涯学習
の機会づくりとして、各公民館において教室・教養講座等を
開催し、技術成果の発表の機会づくりの充実をはかる。

ホームページや広報紙により、いかるがホールで開催するイ
ベントや施設案内などの情報を提供する。

文化・芸術活動の拠点施設として、斑鳩町文化振興センター
（いかるがホール）の施設・設備の充実をはかる。

指　標

斑鳩の里文化芸術祭の来場者数

事業概要

各種文化芸術にかかる支援やイベントの開催を通じて、住民
の芸術に対する関心と技術の向上をはかるとともに、文化芸
術にふれる機会を充実させる。

生きがいづくりや知識・技術の習得をはかるための生涯学習
の機会づくりとして、各公民館において教室・教養講座等を
開催し、技術成果の発表の機会づくりの充実をはかる。
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24.風景・景観・自然環境の保全 

 

［ 目標とする姿 ］ 

「斑鳩の里」にふさわしい歴史的な街並みや風景・景観、自然環境がくらしと調和した

まちが形成されています。 

 

［ 施策体系 ］ 

１.斑鳩の里にふさわしい景観づくり 【7事業】 

２.自然環境の保全と活用 【15事業】 

 

［ 政策指標 ］ 

「斑鳩の里」にふさわしい景観や自然環境に関する取組みについての住民満足度指数 

 

  



基本目標 ７　悠久の歴史と文化、自然を大切にするまちにします

基本施策 24　風景・景観・自然環境の保全

基準値（R6）
後期基本計画の目標

(R12) 単　位

64,289 維持 ㎡

施　策 １　斑鳩の里にふさわしい景観づくり

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

良好な市街地の形
成

再 重点 都市創生課

景観計画の推進 再 重点 都市創生課

歴史まちづくり計
画の推進

再 重点 都市創生課

屋外広告物の適正
な誘導

重点 都市創生課

電柱類景観改善事
業

重点 都市創生課

景観形成作物の普
及

都市創生課

遊休農地の活用 再 重点 建設農林課

歴史的佇まいが色濃く残る道路（町道202、218号線など）を
中心にそれぞれの路線に応じた工法を検討し、無電柱化等電
柱類の景観改善を行う。

自然、田園、歴史の景観が一体となった地域において、訪れ
る人だけでなく、住む人にも潤いと安らぎが感じられ、ま
た、休耕地の有効な活用をはかることを目的に、景観形成作
物の栽培を実施する。

遊休農地などを活用して、レクリエーションやコミュニティ
の場となる貸農園や体験農園を開設し、住民が農業にふれる
機会づくりに努める。

良好な景観の形成や公衆に対する危害を防止するため、屋外
広告物法や奈良県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の掲
出に対する許可事務や違反広告物に対する指導・除却事務を
実施する。

指　標

景観形成作物の栽培面積

事業概要

開発行為や建築行為に対し、都市計画法、建築基準法、開発
指導要綱等に基づく行政指導を行うことにより、良好な都市
環境の形成と秩序あるまちづくりの実現をはかる。

景観計画および景観条例の適切な運用により、町全域の景観
区域と幹線道路沿道などの重点景観形成区域において良好な
景観を形成する。また、農業、商工業、観光との連携をはか
るとともに、景観まちづくりに取り組む住民活動を支援し、
官民協働による斑鳩の里の景観の保全と創出に努める。

「文化財行政」と「まちづくり行政」が連携した、歴史まち
づくりを実現するため、実施管理計画を着実かつ円滑にすす
める。また、電柱類の景観改善や、歴史的風致形成建造物等
の指定を行うなど、歴史・観光まちづくりへの活用をはか
る。
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基本目標 ７　悠久の歴史と文化、自然を大切にするまちにします

基本施策 24　風景・景観・自然環境の保全

施　策 ２　自然環境の保全と活用

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

ＪＲ法隆寺駅周辺
整備の推進

再 重点 都市創生課

空家の活用 再 重点 安全安心課

良好な市街地の形
成

再 重点 都市創生課

緑化の推進 都市創生課

屋外広告物の適正
な誘導

再 重点 都市創生課

里山の整備 建設農林課

地球温暖化対策の
推進

再 環境対策課

広域的な水質改善
活動の推進

再 環境対策課大和川水環境協議会、竜田川流域生活排水対策推進会議に参
加し、各種啓発活動、廃食用油の回収、河川美化活動等を実
施する。

事業概要

町の玄関口にふさわしい交通拠点として、駅前広場や周辺ア
クセス道路の整備など、駅周辺整備の推進をはかるととも
に、県とも連携し、まちづくり連携協定に基づく基本構想の
見直しをすすめ、財政計画などをふまえた計画的な整備をは
かる。

適切な管理が行われていない空家等に対し、指導を行うこと
により、適正管理を促すとともに、空家等およびその跡地の
活用を促進する施策を実施する。

開発行為や建築行為に対し、都市計画法、建築基準法、開発
指導要綱等に基づく行政指導を行うことにより、良好な都市
環境の形成と秩序あるまちづくりの実現をはかる。

公共施設の維持管理を部分的にボランティア団体に担ってい
ただくなど、緑化に関するコストの縮減を視野に入れながら
緑化を推進する。

良好な景観の形成や公衆に対する危害を防止するため、屋外
広告物法や奈良県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の掲
出に対する許可事務や違反広告物に対する指導・除却事務を
実施する。

山林の機能を保全するため、森林環境保全基金を活用し、里
山整備団体への補助を行い、里山の整備を実施する。

環境保全分野で活動するＮＰＯ・ボランティアの活動を支援
する。また、自然を回復する取組みについても支援を行う。
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基本目標 ７　悠久の歴史と文化、自然を大切にするまちにします

基本施策 24　風景・景観・自然環境の保全

施　策 ２　自然環境の保全と活用

事業名
再掲
事業

重点
事業

担当課

斑鳩の魅力を再発
見できる各種イベ
ントの企画立案・
開催支援

再 重点 地域振興課

青少年の健全育成 再 生涯学習課

各種スポーツ大会
等の開催

再 生涯学習課

事業用地を活用し
た公園等の整備

再 重点 都市創生課

農業施設の総合
的・計画的な整備

再 建設農林課

景観形成作物の普
及

再 都市創生課自然、田園、歴史の景観が一体となった地域において、訪れ
る人だけでなく、住む人にも潤いと安らぎが感じられ、ま
た、休耕地の有効な活用をはかることを目的に、景観形成作
物の栽培を実施する。

事業概要

聖徳太子ゆかりのまち、世界遺産法隆寺のあるまちとして、
斑鳩の魅力を再発見できる観光・商工振興の各種イベント
を、関係団体と連携しながら、実施にむけて企画立案し、そ
の開催を支援する。

青少年の心身ともに健やかな成長と円滑な社会生活を支援す
るため、学校、家庭、地域をはじめ、福祉、保健・医療等の
各分野が連携を強化し、相談体制の整備、見守りや啓発活動
を展開する。

マラソン大会や国民スポーツ大会などの開催により、町独自
の魅力発信やスポーツの持続的な振興、健康づくりの関心の
向上をはかる。

洪水時など、水を一時的に貯留し、河川の水位の上昇を抑え
るための遊水池等の施設において、平時の表面を公園や緑地
等に有効活用する方法について検討をすすめる。

ほ場整備、農道、用排水路、ため池など農業土地基盤の総合
的・計画的な整備をすすめる。耐震診断により整備が必要と
なったため池は、国の補助を活用しながら、地元、水利組合
等と調整し、補強などの整備を計画的にすすめる。

103
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Ⅲ．重点施策（第３期斑鳩町まち・ひと・しごと創生総合戦略） 
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Ⅲ 重点施策（第３期斑鳩町まち・ひと・しごと創生総合戦略） 

 

（１）実施計画（重点施策）の施策体系 

第３期総合戦略では、第５次斑鳩町総合計画基本構想でめざす「住み続けたいまち」、「住んでみた

いまち」、「訪れたいまち」の実現にむけた取組みを重点政策として取り組むことで、人口減少対策・

地域活性化をはかり、「選ばれ続ける“斑鳩の里”の実現」を目標としています。 

総合計画の基本計画は、町が関わる施策を網羅的・体系的に整理していることから、基本計画のな

かから、総合戦略の目的に合致する「主な取組み」を横断的な視点でとりまとめることで、第３期総

合戦略を第５次斑鳩町総合計画後期基本計画における重点施策として位置づけています。 
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（２）実施計画（重点施策）事業一覧表の見かた 

① 評価・検証ツールの設定 

重点政策ごとに基本目標指標、重点施策ごとに重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定し、毎年度、評

価・検証を行い、必要に応じて事業を見直しします。 

② 施策実現のための主な取組み（事業） 

 施策ごとに事業一覧を掲載しています。 

 重点施策の事業は、まちづくりの基本施策の事業から抽出しているため、事業概要等の詳細に

ついては、事業一覧に掲載した、本実施計画書の「該当頁」で確認することができます。 

 再掲事業がある場合は、「該当頁」欄において、【頁数】と示しています。 

 

  

重点政策 

主な取組み 

主な取組みごとに「重要業

績評価指標（KPI）」を設定 

施策 

施策ごとに事業一覧を掲載 

※事業の概要等は「該当

頁」で確認 

重点政策ごとに「基本目標

指標」を設定 
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重点１ 生涯にわたって安心してくらせる 

“斑鳩の里”づくり 

 

■ 基本的な方向性 

“斑鳩の里”は、いつの時代も安心して快適にくらせるまちです 

斑鳩町の住みやすく魅力ある住環境を感じながら、いつまでも安心してくらせる環境づ

くり、生涯健康で生きがいを持ってくらせるまちづくりを推進します。 

 

■ 基目標指標 

基本目標指標 現状（R6） 目標（R12） 

これからも斑鳩町に住み続けたいと思う人の割合 

（住民意識調査） 
77.7％ 80.0％ 

 

 

 主な取組み１－１  

生涯にわたって健康で活躍できるまちづくり 

 

■ 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状（R6） 目標（R12） 

要支援・要介護認定者出現率（第１号被保険者） 20.4％ 23.2％ 

特定健康診査受診率（国民健康保険加入者） 
36.3％ 

（Ｒ５法定報告値） 
60.0％ 

 

■ 施策実現のための主な事業 

（１）疾病予防対策の充実【６事業】 

事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

各種健診の実施 P.55 

予防接種の実施 P.55 

人間ドック健診受診費用の助成 P.55 

伴走型相談支援の実施（再掲） P.39【P.55/P.57】 

妊娠・子育て期の健康管理体制の充実（再掲） P.39【P.56】 

生活習慣病の発症と重症化予防（再掲） P.55【P.66】 
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（２）健康増進対策の推進【６事業】 

事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

生活習慣病の発症と重症化予防 P.55【P.66】 

医療費等支援事業 P.55 

心の健康づくりの推進 P.56 

生涯スポーツ振興計画の策定 P.70 

生涯スポーツ関係機関との連携 P.70 

継続的なスポーツ参加の促進 P.70 

 

（３）地域包括ケアシステムの構築【15事業】 

事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

老人福祉施設三室園組合との連携 P.60【P.33】 

地域包括ケアシステムの構築 P.60【P.57】 

介護保険事業計画および高齢者福祉計画の推進 P.60 

養護老人ホームへの入所措置 P.60 

地域包括支援センターの運営 P.61 

認知症施策総合推進事業の推進 P.60 

介護予防・日常生活支援総合事業の実施 P.61 

在宅医療・介護連携の推進 P.61 

生活支援体制整備事業の推進 P.61【P.22】 

介護予防普及啓発事業 P.61 

介護人材の確保 P.61 

地域福祉計画の推進 P.60【P.67】 

高齢者等の生活支援 P.60 

家族介護支援事業の実施 P.60 

外出が困難な高齢者等への住民票等の宅配サービス P.61 
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 主な取組み１－２  

安心してくらせる環境の充実 

 

■ 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状（R6） 目標（R12） 

リサイクル率 68.9％ 95.8％ 

自主防災組織数 38 団体 50 団体 

 

■ 施策実現のための主な事業 

（１）生活の利便性の向上と快適な生活環境の確保【13事業】 

事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

道路･公共施設のバリアフリー化の推進 P.21 

バリアフリー基本構想の推進 P.21 

コミュニティバス等による地域公共交通の確保 P.22【P.21】 

公園の適正な維持管理 P.25 

事業用地を活用した公園等の整備 P.25 

史跡中宮寺跡の保存・活用 P.96【P.25/P.83】 

ＪＲ法隆寺駅周辺整備の推進 P.25【P.102】 

空家の活用 P.24【P.102】 

ゼロ・ウェイストの推進 P.27 

ごみ資源化の促進 P.27 

環境意識の向上 P.27【P.29】 

安心サポートごみ収集事業の充実 P.27 

戸別収集事業の実施 P.28 

 

（２）防災・減災対策の強化【８事業】 

事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

災害用備蓄品の整備 P.12 

防災情報伝達手段の充実 P.12 

自主防災組識等の設立の促進と活動支援 P.13【P.73】 
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事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

地域防災計画の見直しおよび各種マニュアルの作成 P.11 

国土強靱化地域計画に基づく取組みの推進 P.11 

被災者支援システムの運用 P.11 

消防団活動の強化 P.13 

避難行動要支援者支援計画の推進 P.12 

 

（３）防犯対策の充実【３事業】 

事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

地域防犯体制の充実 P.15 

防犯灯の整備の実施および支援 P.15 

防犯カメラ設置の推進 P.15 
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重点２ 元気な“斑鳩っ子”を増やすための支援 

 

■ 基本的な方向性 

“斑鳩っ子”は、次代を担う斑鳩町の宝です 

次代の斑鳩町を担うのは子どもたちです。 

安心して妊娠、出産でき、子育てしやすい環境づくりを推進します。 

また、“斑鳩っ子”として元気に育っていけるよう、魅力的な教育、文化環境の充実や

郷土愛の醸成に努めます。 

 

■ 基目標指標 

基本目標指標 現状（R6） 目標（R12） 

年少人口（０～14 歳）比率（住民基本台帳） 13.3％ 維持 

 

 

 主な取組み２－１  

子育て世代の希望が叶うまち“斑鳩”の実現 

 

■ 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状（R6） 目標（R12） 

要支援・要介護認定者出現率（第１号被保険者） 20.4％ 23.2％ 

特定健康診査受診率（国民健康保険加入者） 
36.3％ 

（R5 法定報告値） 
60.0％ 

 

■ 施策実現のための主な事業 

（１）子育て世代が住みやすいまちづくり【４事業】 

事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

地域子育て支援センターの運営 P.42 

子育て支援サービスの効果的な発信 P.42 

ブックスタートの実施 P.40【P.42】 

子育て支援ネットワークの整備 P.42 
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（２）子どもを産みやすいまちづくり【４事業】 

事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

男女共同参画の推進 P.77 

伴走型相談支援の実施 P.39【P.55/P.57】 

妊娠・子育て期の健康管理体制の充実 P.39【P.56】 

こども家庭センターの運営（児童福祉）（再掲） P.39【P.50】 

妊娠前から子育て期の支援体制の充実 P.40【P.56】 

 

（３）子どもを育てやすいまちづくり【25事業】 

事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

ひとり親家庭等への支援 P.39 

こども家庭センターの運営（児童福祉） P.39【P.50】 

こども家庭センターの運営（母子保健） P.39 

ペアレントトレーニングの実施 P.64【P.39】 

マタニティ・子育てタクシー利用者への助成事業の実施 P.39 

幼児 2人同乗用自転車購入費の助成 P.40 

産前・子育て世帯・ヤングケアラー支援ヘルパー派遣 P.40 

保育体制の充実 P.41 

病児保育事業の実施 P.41 

子育て短期支援事業の実施 P.41 

民間保育所等の支援 P.41 

幼稚園預かり保育の実施 P.41 

私立保育所等の保育の実施 P.41 

子ども・子育て支援事業計画の推進 P.41【P.77】 

就学前教育・保育施設の整備 P.41 

放課後児童対策の充実 P.41 

児童虐待への対策 P.50 

ヤングケアラーの支援 P.50 
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事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

学習支援事業（スクールサポート事業）の実施（再掲） P.46【P.51】 

子ども食堂の支援 P.51 

保育所保育料の軽減 P.51 

幼稚園、保育園等教材費などの援助 P.51 

幼児教育・保育の無償化 P.51 

学校給食費への支援 P.51 

要保護・準要保護児童・生徒の就学援助 P.51 

 

 

 主な取組み２－２  

教育の充実と郷土愛の育成 

 

■ 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状（R6） 目標（R12） 

将来の夢や希望を持っている児童生徒の割合 

（全国学力・学習状況調査） 

小学生：85.2％ 

中学生：59.5％ 
向上 

スクールサポート事業の実施回数 
小学生：週 2 回 

中学生：週 1 回 
維持 

 

■ 施策実現のための主な事業 

（１）家庭・地域・学校の連携による学びの場づくり【13事業】 

事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

学校・地域連携教育支援活動の推進 P.45【P.46】 

学習支援事業（スクールサポート事業）の実施 P.46【P.51】 

通学路の安全確保に関する取組みの推進 P.46 

「斑鳩町子ども読書活動推進計画」の推進 P.47 

町立図書館蔵書の充実 P.69【P.48】 

食育の推進 P.92【P.48】 

グローバル化に対応した教育の充実 P.46【P.44/P.80】 

教育ＤＸの推進 P.46【P.44】 
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事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

学校施設整備の実施 P.46 

学校図書の整備 P.47 

安全で栄養バランスのとれた学校給食の推進 P.48【P.44】 

学校部活動の地域展開の推進 P.45 

特別活動（学校行事・クラブ活動）の推進 P.44 

 

（２）斑鳩を身近に感じる郷土愛の育成【１事業】 

事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

郷土愛を育む教育の充実 P.44 

 

（３）特別な配慮を必要とする子どもたちへの支援【６事業】 

事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

教育機会の提供 P.47 

通級指導教室の運営 P.47 

特別支援教育環境の整備 P.47 

特別支援教育の充実 P.47【P.64】 

少人数学級編制および少人数指導の推進 P.47【P.44】 

不登校対策の充実 P.48 
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重点３ “世界遺産 法隆寺”を核とした 

にぎわいと活力の創出 

 

■ 基本的な方向性 

にぎわうこと、それも古からの斑鳩の文化です 

“世界遺産法隆寺”を核として、多彩な歴史、自然、文化を有する斑鳩の魅力をこれま

で以上に発信し、町を訪れる人を増やすとともに住民が誇りを持って魅力を伝えられる地

域づくりをすすめます。 

また、観光や地域産業との連携を強化し、経済波及効果を高めるしくみづくりを推進し

ます。あわせて、地域の資源を生かした創業支援や後継者の育成等による、地域経済の活

性化をはかります。 

こうした取組みを通じて町の魅力に共感し、継続的に関わる人々（関係人口）を拡大

し、にぎわいと活力を創出します。 

 

■ 基目標指標 

基本目標指標 現状（R6） 目標（R12） 

観光客数 882,232 人 150 万人 

 

 

 主な取組み３－１  

新しい人の流れをつくる観光の振興 

 

■ 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状（R6） 目標（R12） 

一人あたりの観光消費額 

（斑鳩町観光戦略・奈良県観光客動態調査・奈良県観光戦略本部） 

【宿泊】 

21,300 円/人 

【日帰り】 

3,100 円/人 
（R5 推計値） 

【宿泊】 

31,000 円/人 

【日帰り】 

6,000 円/人 

ｉセンターの観光客利用人数 65,958 人 90,700 人 

 

■ 施策実現のための主な事業 

（１）じっくりと斑鳩を楽しむ観光プログラムの開発・充実【10事業】 

事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

「斑鳩町観光戦略」に基づく持続可能な観光まちづくりの推進 P.83【P.86】 

（仮称）観光振興協会への支援 P.83 
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事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

斑鳩の魅力を再発見できる各種イベントの企画立案・開催支援

（再掲） 
P.86【P.74/P.83/P.97/P.103】 

歴史、文化を生かした体験交流の充実や旅行商品の企画・造成・

販売促進 
P.85 

観光情報発信の充実（再掲） P.86【P.84/P.85】 

史跡藤ノ木古墳の保存・活用 P.97【P.83】 

考古学にふれあう機会づくりの推進 P.97 

法隆寺ゆかりの都市文化交流事業の実施 P.97 

斑鳩文化財センターの運営 P.96 

文化・芸術にふれる機会の充実 P.99【P.97】 

 

（２）斑鳩観光スポットの整備と受入体制の充実【14事業】 

事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

良好な市街地の形成 P.24【P.89/P.101/P.102】 

景観計画の推進 P.24【P.95/P.101】 

屋外広告物の適正な誘導 P.101【P.102】 

電柱類景観改善事業 P.101 

住民参加による文化財の保存・活用 P.95【P.83】 

斑鳩町文化財保存活用地域計画の策定 P.96【P.83】 

史跡中宮寺跡の保存・活用（再掲） P.96【P.25/P.83】 

史跡藤ノ木古墳の保存・活用（再掲） P.97【P.83】 

斑鳩ビュースポットの選定 P.85【P.83】 

観光集客拠点の整備支援 P.85【P.84】 

宿泊施設の利用促進 P.85【P.84】 

歴史まちづくり計画の推進 P.84【P.95/P.101】 

回遊型まちなか観光の推進 P.85【P.25/P.84】 

周辺観光地や友好都市、各種交流都市等との広域観光連携の促進 P.84【P.85】 
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（３）効果的な観光情報の発信【５事業】 

事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

旅マエ・旅ナカ・旅アトの戦略的プロモーションの実施 P.86 

外国人にむけた観光・地域情報の発信強化 P.86 

斑鳩の魅力を再発見できる各種イベントの企画立案・開催支援 P.86【P.74/P.83/P.97/P.103】 

法隆寺ｉセンターの充実 P.86【P.75/P.96】 

観光情報発信の充実 P.86【P.84/P.85】 

 

 

 主な取組み３－２  

斑鳩の特性を生かした産業の活性化と創業支援 

 

■ 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状（R6） 目標（R12） 

認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの 

証明書発行件数（延べ数） 
17 件 30 件 

起業者数（延べ数）（行政機関の補助金を活用し新規事業所

を開設および起業したもの） 
25 件 40 件 

 

■ 施策実現のための主な事業 

（１）地域資源、農産物などのブランド化をめざしたＰＲの強化【４事業】 

事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

斑鳩ブランドの商品開発・販売促進 P.88【P.84】 

ふるさと納税のお礼の品を活用した地域特産品のＰＲ P.88 

斑鳩の里・農と食の活性化プロジェクトの推進 P.92【P.88】 

事業の共同化・協業化の支援 P.89 

 

（２）地域内経済の活性化【５事業】 

事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

斑鳩ブランドの商品開発・販売促進（再掲） P.88【P.84】 

特産農産物の流通促進 P.92【P.84/P.91】 

中小企業等事業者の創業・成長支援 P.88【P.89】 

商工業の振興 P.88【P.89】 
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事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

民間事業所の持続可能な経営モデルの構築 P.88 

 

（３）新規創業やリーダー・後継者の育成支援【８事業】 

事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

創業支援センターの運営 P.89【P.75】 

空き店舗の活用 P.89 

中小企業等事業者の創業・成長支援 P.88【P.89】 

農作業受委託システムの推進 P.91 

農地流動化の推進 P.91 

新規就農者の育成等担い手の確保 P.91 

農業への関心を深める取組みの充実 P.92【P.91】 

遊休農地の活用 P.92【P.91/P.101】 

 

（４）斑鳩の魅力発信の強化【６事業】 

事業名 該当頁 ※【 】は再掲頁 

斑鳩の魅力を再発見できる各種イベントの企画立案・開催支援

（再掲） 
P.86【P.74/P.83/P.97/P.103】 

聖徳太子歴史資料室の充実 P.96 

先端情報技術を活用した文化財の情報発信 P.96 

「斑鳩町史」の改訂 P.96 

行政情報の効果的な発信 P.35【P.74/P.97】 

タウンプロモーションホームページの充実 P.35【P.74/P.97】 

 


